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は じ め に 

近年、高齢化の進行や社会情勢の変化等により、障がいのある

方及びその家族で高齢化が進み、障がいの重症化や課題の複雑化

に対する相談体制の強化が行われ、一方で、障がいのある方の自

立に向けた生活や就労の支援、社会参加に対する環境整備も進め

られてきています。 

国の計画では、基本理念として「共生社会の実現に向け、障が

い者が、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加し、その能力を最大限発揮して

自己実現できるよう支援する。」が掲げられており、障がい者自身による意思決定や社

会参加についてより重きが置かれるようになってきています。 

本町では、平成 19 年３月に「七ヶ宿町障がい者計画・障がい福祉計画」を策定して

以来、「だれもが快適に、自分らしく生活できる、支え合いのまちづくり」を基本理念と

して、必要な改定を積み重ねながら、時代に応じた障がい者支援対策の充実に努めてま

いりました。 

この度、第４期障がい者計画・第６期障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画の計

画期間が終了することから、これまでの取組の成果と今後の課題を踏まえて、障がい福

祉施策を推進するにあたっての指針となる「第５期障がい者計画・第７期障がい福祉計

画・第３期障がい児福祉計画」を策定しました。 

本計画においては、本町における障害福祉サービスの提供体制の確保や相談支援及び

地域生活支援事業のさらなる充実に努めるとともに、障がいの有無に関わらず、誰もが

自分らしく生きることのできる「共生社会」の実現を、引き続き推進して参りますので、

町民の皆様のより一層のご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

また、本計画の策定にあたっては、七ヶ宿町障がい者計画（障がい福祉計画）策定委

員会の皆様、関係各位に貴重なご意見をいただき、心から御礼申し上げます。 

 

令和６年３月 

七ヶ宿町長 小 関 幸 一 
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第１章 総論 
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第１節 計画策定にあたって 

１ 策定の背景・趣旨  

国では、「障害者基本法」や「障害者総合支援法」をはじめとする関連法の改正や

「障害者差別解消法」の施行などを行っており、障がいのある人の自立支援、社会参

加に向けた施策が総合的に進められてきています。 

本町では、これまで、ノーマライゼーションの理念のもと、障害者基本法に基づく

「七ヶ宿町障がい者計画」、障害者総合支援法に基づく「障がい福祉計画」、児童福祉

法に基づく「障がい児福祉計画」を策定し、障がいのあるなしにかかわらず住み慣れ

た地域の中で自立し、自分らしく暮らせる地域社会づくりを推進してきました。 

「障がい者計画」では、障がいのある人の生活を社会全般にわたってよりよいもの

とするように努め、３年ごとにサービスの目標量を定める「障がい福祉計画」では、

これまで 6 期にわたり計画を推進し、本町における障害福祉サービスの提供体制の確

保や相談支援及び地域生活支援事業の拡充を図ってきました。同時に、児童福祉法に

基づく「障がい児福祉計画」を策定し、障がい児支援の環境整備等に取り組んできて

います。 

今回、「障がい福祉計画」及び「障がい児福祉計画」の計画期間の終了に伴い計画の

推進状況を確認しつつ、新たな目標値の設定の見直しを行いました。 

「障がい者計画」については、国の「第 5 次障害者基本計画」に基づき、障がいの

ある人の社会参加を制約する社会的な障壁を除去し、その能力を最大限発揮して自己

実現できるよう共生社会の実現に向けた取り組みを推進していきます。 

本計画は、七ヶ宿町に住むすべての障がいのある人や家族が、安心して自分らしく

暮せる福祉のまちづくりを目指していくための計画であり、行政と町民、関係団体、

関係機関が一体となって推進するための指針として策定したものです。 

 

 

※ 本文中の「障害」の「害」は、法律・政令、固有名称などで定められている表記については「害」

を使用していますが、それ以外に部分についてはひらがな表記の「がい」で統一しています。 
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２ 計画の法的位置付け  

本計画は、障害者基本法第 11 条第３項に基づき、障がいのある人のための施策に

関する基本的な事項を定めた「市町村障害者計画」と、障害者総合支援法第 88 条第

１項に規定する「市町村障害福祉計画」及び児童福祉法（第 33 条の 20 第１項）に

規定する「市町村障害児福祉計画」を一体的に策定したものです。 

 法的位置づけ 計画の役割 

障がい者計画 障害者基本法第 11 条第３項の

規定に基づく「市町村障害者計

画」 

障害福祉施策の最も基本的な理念と

事業を展開する指針を明らかにする

もの。 

障がい福祉計画 障害者総合支援法第 88 条第１

項の規定に基づく「市町村障害

福祉計画」 

障害福祉サービスの種類ごとの必要

なサービス量の見込み、その確保の

ための方策などを示すもの。 

「障害福祉計画」と「障害児福祉計

画」を一体化して策定するもの。 

障がい児福祉計画 児童福祉法第 33 条の 20 第１

項の規定に基づく「市町村障害

児福祉計画」 

 
◇障害者基本法（抜粋） 

（障害者基本計画等） 

第 11 条 （略） 

２ （略） 

 ３ 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該

市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に

関する基本的な計画（以下「市町村障害者計画」という。）を策定しなければならな

い。 

◇障害者総合支援法（抜粋） 

（市町村障害福祉計画） 

第 88 条 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法

律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害福祉計画」という。）

を定めるものとする。 

◇児童福祉法（抜粋） 

第９節 障害児福祉計画 

第 33 条の 20 市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供

体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画 

（以下「市町村障害児福祉計画」という。）を定めるものとする。 
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＜七ヶ宿町＞
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整合性

【基本理念】

「だれもが快適に、自分らしく、支え合いのまちづくり」

＜宮城県＞

みやぎ
障害者プラン

＜国＞

障害者基本法

●障害者基本法 第1 1条第3項

障害者総合支援法

●障害者支援法 第8 8条

児童福祉法、社会福祉法、介護保険法、子ども・子育て支援法

市町村障害者計画 市町村障害福祉計画

七 ヶ 宿 町 地 域 福 祉 計 画

３ 関連計画との関係 

本計画は国や県の関連計画の考え方を踏まえるとともに、本町の目指す町づくりの

指針となる「七ヶ宿町長期総合計画」及び地域福祉の理念を定める「七ヶ宿町地域福

祉計画」、その他福祉分野の関連計画である「七ヶ宿町第２期子ども・子育て支援事

業計画」、「七ヶ宿町高齢者福祉計画・第 9 期介護保険事業計画」等他計画との整合性

を図りつつ策定したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

■法律および他計画との位置関係 
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◆本計画期間および関連計画期間

令和
3年度

令和
4年度

令和
5年度

令和
6年度

令和
7年度

令和
8年度

令和
9年度

令和
10年度

令和
11年度

 七ヶ宿町障がい者計画

 障がい福祉計画

 障がい児福祉計画

 
 高齢者保健福祉計画・介護保険
 事業 計画

 子ども・子育て支援事業計画

 健康づくりプラン

 自死対策推進計画

 地域福祉計画

 新世紀　七ヶ宿町長期総合計画

第４期計画

第７期計画

第３期計画

第２期計画

第6次 七ヶ宿町長期総合計画

第４期計画

第２期計画

第３期計画

第２期計画

第８期計画第６期計画

第５期計画

第８期計画 第９期計画 第10期計画

第１期

第１期計画

第１期計画 第２期計画

第２期計画

４ 計画の対象  

本計画は、障害者基本法に基づき、身体障がい、知的障がいまたは精神障がいがあ

るため、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける人を対象とします。 

また、発達障害者支援法で規定する発達障がいのある人や、いわゆる高次脳機能障

がいのある人、難病により長期にわたり日常生活上の支障がある人も対象とします。 

 

５ 計画の期間  

本計画の期間は、障害者基本法に基づく第５期障がい者計画を令和６年度から令和

11 年度までの６年間とし、障害者総合支援法に基づく第７期障がい福祉計画および

児童福祉法に基づく第 3 期障がい児福祉計画を令和６年度から令和８年度までの３

年間とします。 

本計画の期間については、法改正等の国の動向、その他社会経済状況の変化に対応

し、必要に応じて見直しを行うものとします。 
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６ 障害保健福祉圏域 

広域的に利用される障がい福祉サービスの提供体制を整備するため、宮城県では、

「障害保健福祉圏域」を設定しています。 

本町は、白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、

丸森町の２市７町で構成されている「障害保健福祉圏域仙南圏」に属しており、「圏域

ビジョン」（障害保健福祉圏域ごとの障害福祉サービスの基盤整備の方針）を踏まえ

つつ、周辺市町との連携のもとでサービスの充実に努めます。 
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第２節 障がいのある人を取り巻く状況 

１ 総人口の推移 

本町の総人口は減少傾向が続いており、平成 30 年度が 1,411 人に対して、令和

4 年度では 1,238 人となっています。65 歳以上の高齢者の割合が高く、平成 30 年

度以降一貫して 4 割を超えています。 

 

 

 

87 95 123 112 102 

660 642 599 601 594

664 636
508 524 542

1,411
1,373

1,230 1,237 1,238

0

400

800

1,200

1,600

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

（人）
■七ヶ宿町の年齢階層別人口の推移

65歳以上

（高齢者人口）

15～64歳

（生産年齢人口）

0～14歳

（年少人口）

■年齢階層（３区分）別人口の推移 単位：人

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

0～14歳（年少人口） 87 95 123 112 102

15～64歳（生産年齢人口） 660 642 599 601 594

65歳以上（高齢者人口） 664 636 508 524 542

合計 1,411 1,373 1,230 1,237 1,238

資料：住民基本台帳（各年度末現在）
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87 86 88 85 81

25 25 24 25
25

12 13 16 14 16

124 124
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124 122

0
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平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

（人） ■障害者手帳所持者数の推移

身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者

２ 障害者手帳所持者数の推移 

本町の障害手帳所持者数は令和４年度で 122 人となっていますが、これは町の総

人口のほぼ１割に相当します。 

また、平成 30 年度以降横ばいで推移しており、内訳は身体障がい（身体障害者手

帳所持者）が全体の約７割、知的障がい（療育手帳所持者）が約２割、精神障がい（精

神障害者保健福祉手帳所持者）が約１割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■障害者手帳所持者数の推移

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

身体障がい者 87 86 88 85 81

知的障がい者 25 25 24 25 25

精神障がい者 12 13 16 14 16

合　　計 124 124 128 124 122

単位：人

資料：健康福祉課（各年度末現在）
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３ 身体障がいのある人の状況 

（１）種類別身体障害者手帳所持者の状況 

身体障害者手帳所持者の障害種別では、令和４年度で「肢体不自由」が全体の半

数を超え、次いで「内部障害」が３割半ばとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）等級別身体障害者手帳所持者の状況 

身体障がいのある人の等級別では、令和４年度で「１級」が 31 人と４割近くで

最も多く、次いで「４級」が 15 人と約 2 割となっています。また、「１級」と「２

級」をあわせた重度の人が、全体の約半数となっています。 

 

 

 

■種類別身体障害者手帳所持者の状況 単位：人

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

肢体不自由 48 47 45 43 44

内部障害 33 33 35 34 29

聴覚・平衡機能障害 3 3 4 4 4

視覚障害 2 2 3 3 3

音声・言語機能障害 1 1 1 1 1

87 86 88 85 81

資料：健康福祉課（各年度末現在）

■等級別身体障害者手帳所持者の状況 単位：人

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

１級 35 33 33 32 31

２級 12 11 10 10 10

３級 13 14 15 14 12

４級 14 14 16 15 15

５級 8 9 9 9 9

６級 5 5 5 5 4

総数 87 86 88 85 81

資料：健康福祉課（各年度末現在）



 

 

 

 
 １０ 

（３）年齢別身体障害者手帳所持者の状況 

   身体障がいのある人の年齢は、令和４年度で 81 人中 71 人が 65 歳以上となっ

ており、その割合は９割近くとなっています。 

 

 

４ 知的障がいのある人の状況 

（１）判定別療育手帳所持者の状況 

   療育手帳所持者数は、令和４年度で 25 人と近年は横ばいで推移しています。判

定別の人数では「療育手帳 B」の方が多くなっています。 

 

 

（２）年齢別療育手帳所持者の状況 

   療育手帳所持者の年齢は、令和４年度で、「40～64 歳」が 12 人と半数近くを

占め、次いで「18～39 歳」が 8 人と 3 割を超えています。 

 

■年齢別身体障害者手帳所持者の状況 単位：人

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

0～17歳 0 0 0 0 0

18～39歳 2 2 2 2 2

40～64歳 9 10 11 10 8

65歳以上 76 74 75 73 71

総数 87 86 88 85 81

資料：健康福祉課（各年度末現在）

■判定別療育手帳所持者の状況 単位：人

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

療育手帳A 12 12 10 10 10

療育手帳B 13 13 14 15 15

総数 25 25 24 25 25

資料：健康福祉課（各年度末現在）

■年齢別療育手帳所持者の状況 単位：人

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

0～17歳 1 1 0 1 1

18～39歳 6 6 8 8 8

40～64歳 13 13 12 12 12

65歳以上 5 5 4 4 4

総数 25 25 24 25 25

資料：健康福祉課（各年度末現在）



 

 

 

 
 １１ 

５ 精神障がいのある人の状況 

（１）等級別精神障害者保健福祉手帳所持者の状況 

精神障害者保健福祉手帳所持者の数はやや増加の傾向にあり、令和４年度では16

人となっています。等級別では、「２級」が 9 人と半数を超えています。 

 

 

（２）年齢別精神障害者保健福祉手帳所持者数の状況 

   精神障害者保健福祉手帳所持者の年齢は、令和元年度で「40～64 歳」が８人と

半数、次いで「18～39 歳」が５人と３割を超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

■等級別精神障害者保健福祉手帳所持者の状況 単位：人

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

１級 2 1 1 1 2

２級 8 9 11 10 9

３級 2 3 4 3 5

総数 12 13 16 14 16

資料：健康福祉課（各年度末現在）

■年齢別精神障害者保健福祉手帳所持者の状況 単位：人

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

0～17歳 0 0 0 0 0

18～39歳 4 4 6 5 5

40～64歳 6 7 7 6 8

65歳以上 2 2 3 3 3

総数 12 13 16 14 16

資料：健康福祉課（各年度末現在）



 

 

 

 
 １２ 

６ アンケート調査結果の概要  

町内在住の障がいのある人の実態を把握し、本計画策定の基礎資料とするため、令

和５年 10 月に身体障がいのある人、知的障がいのある人、精神障がいのある人を対

象としたアンケート調査を実施しました。その結果の概要について掲載します。 

 

 

１ 調査地域 

七ヶ宿町全域 

２ 調査対象 

  身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者、 

障害福祉サービス利用者 

３ 調査方法 

郵送による配布・回収 

４ 調査期間 

   令和５年 8～10 月 

５ 回収結果 

配布数 回収数 回収率 

81 人 29 人 35.8％ 

  ６ 調査項目 

○基本属性について        ○災害について 

○住まいや暮らしについて     ○権利擁護・障がい理解について 

○日中活動や就労について     ○保健・障がい者施策について 

○障がい者福祉サービスについて  ○障害児施策について 

○情報・相談について        

  7 調査結果の見方 

 ■調査結果は、小数第２位を四捨五入して小数第１位まで示しています。このため、百

分比の合計が 100％に満たない場合や上回る場合があります。 

■図表中のｎは該当質問での回答者総数を表します。質問に対する回答は１つの場合や、

いくつでもよい場合（複数回答）などがありますが、複数回答の場合、合計比率は

100％を超える場合があります。 

■図表によっては「未記入」の表示を省略している場合があります。 

アンケート調査概要 



 

 

 

 
 １３ 

健康・医療に関する相談

福祉サービスに関する相談

日常生活に関する相談

お金に関する相談

就労に関する相談

休日・夜間に対応できる相談

住まいに関する相談

サービス提供事業者による相談

同じ障がいのある人による相談

家族会による相談

身近な地域での相談

成年後見人制度に関する相談

特に利用したいとは思わない

その他

無回答

44.8 

17.2 

13.8 

6.9 

6.9 

0.0 

0.0 

3.4 

0.0 

3.4 

13.8 

0.0 

3.4 

3.4 

27.6 

0 10 20 30 40 50 %回答者数 =29

（１）保健・医療 

アンケート調査の結果によると、充実すべき相談内容として、「健康・医療に関する

相談」が突出しており、４割半ばとなっています。 

障がいのある人においては、健康相談の充実、日常的な健康管理に対する意識の向

上に向けた取り組みが必要と考えられ、高齢になっても健康でいられるよう保健活動

を充実させるとともに、安心して医療が受けられる体制づくりが重要です。 

 

■充実すべき相談内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 １４ 

会社勤めや、自営業、家業などで収
入を得る仕事をしている

ボランティアなど、収入を得ない仕
事をしている

専業主婦（主夫）をしている

福祉施設、事業所等に通っている
（就労継続支援Ａ型も含む）

病院などのデイケアに通っている

リハビリテーションを受けている

自宅（家庭内）で過ごしている

入所している施設や病院等で過ごし
ている

大学、専門学校、職業訓練校などに
通っている

特別支援学校（小中高等部）に通っ
ている

一般の高校、小中学校に通っている

幼稚園・保育園・障害児通園施設な
どに通っている

その他

無回答

10.3 

3.4 

10.3 

13.8 

3.4 

0.0 

37.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

6.9 

13.8 

0 10 20 30 40 %
回答者数 =29

公共交通機関が少ない（ない）

列車やバスなどの乗り降りが困難

道路や駅等に階段や段差が多い

切符の買い方や乗り換え方法がわか
りにくい

外出先の建物の設備が不便（通路、
トイレ、エレベーターなど）

介助者が確保できない

外出にお金がかかる

まわりの人の目が気になる

発作など突然の身体の変化が心配

困ったときにどうすればいいのか心
配

気軽に利用できる移送手段が少ない
（福祉タクシーなど）

外出先でコミュニケーションがとり
にくい

その他

特にない、ほとんど外出しないので
わからない

無回答

3.7 

0.0 

3.7 

0.0 

3.7 

0.0 

7.4 

0.0 

3.7 

3.7 

14.8 

11.1 

0.0 

0.0 

48.1 

0 10 20 30 40 50 %回答者数 =27

（２）外出・日中活動 

外出時に困ることについては、「気軽に利用できる移送手段が少ない（福祉タクシ

ーなど）」が 14.8％、「外出先でコミュニケーションがとりにくい」が 11.1％、「外

出にお金がかかる」が 7.4％などとなっています。 

平日の日中の過ごし方では、「自宅（家庭内）で過ごしている」が 37.9%と最も多

く、次いで「福祉施設、事業所等に通っている（就労継続支援Ａ型も含む）」が 13.8％、

「会社勤めや、自営業、家業などで収入を得る仕事をしている」と「専業主婦（主夫）

をしている」が 10.3％などとなっています。 

アンケート結果でも示されているように、移動手段の充実など外出しやすい環境づ

くりが求められます。 

 

■外出時に困ること                     ■平日日中の過ごし方 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 １５ 

（３）就労について 

障がい者の就労支援として必要だと思うことでは、「具合が悪くなった時に気軽に

通院できること」が 20.7％と多くなっており、「通勤手段の確保」「勤務時間や日数

が体調に合わせて変更できること」「職場の上司や同僚に障がいの理解があること」

「就労後のフォローなど職場と支援機関の連携があること」がそれぞれ 17.2%など

となっています。 

 

■就労支援として必要なこと 

 

 

 

 

通勤手段の確保

勤務場所における バリアフリー等の配慮

短時間勤務や勤務日数等の配慮

勤務時間や日数が体調に 合わせて変更できること

在宅勤務の拡充

職場の上司や同僚に障がいの
理解があること

職場で介助や援助等が 受けられること

具合が悪くなった時に気軽に
通院できること
就労後のフォローなど職場と
支援機関の連携があること

企業ニーズに合った就労訓練

仕事についての職場外での 相談対応、支援

その他

特にない

無回答

17.2 

3.4 

13.8 

17.2 

3.4 

17.2 

3.4 

20.7 

17.2 

6.9 

10.3 

6.9 

20.7 

37.9 

0 10 20 30 40 %回答者数 =29



 

 

 

 
 １６ 

家族や親せき

友人・知人

職場の上司や同僚

施設の指導員など

ホームヘルパーなどサービス事業所の人

障がい者団体や家族会

かかりつけの医師や看護師

病院のケースワーカーや介護保険の
ケアマネージャー

民生委員・児童委員

通園施設や幼稚園、認定こども園、
学校の先生など

相談支援事業所などの民間の相談窓口

行政機関の相談窓口

その他

無回答

58.6 

6.9 

0.0 

13.8 

13.8 

3.4 

24.1 

13.8 

3.4 

0.0 

3.4 

17.2 

3.4 

10.3 

0 10 20 30 40 50 60 70 %
回答者数 =29

本や新聞、雑誌の記事、テレ
ビ・ラジオ

行政機関（町や県）の広報誌や
チラシ

インターネットやパソコン通信

家族や親せき、友人・知人

サービス事業所の人や施設の職
員など

障がい者団体や家族会（団体の
機関誌など）

かかりつけの医師や看護師

病院のケースワーカーや介護保
険のケアマネージャー

民生委員・児童委員

通園施設や幼稚園、認定こども
園、学校の先生など

相談支援事業所などの民間の相
談窓口

行政機関の相談窓口

その他

特にない

無回答

20.7 

51.7 

6.9 

10.3 

20.7 

10.3 

10.3 

17.2 

6.9 

0.0 

6.9 

10.3 

0.0 

3.4 

20.7 

0 10 20 30 40 50 60 %回答者数 =29

（４）相談・情報提供 

困ったときの相談相手については、「家族や親せき」が 58.6％と最も多く、次いで

「かかりつけの医師や看護師」が 24.1％、「行政機関の相談窓口」が 17.2％などと

なっています。 

また、情報の入手先については、「行政機関（町や県）の広報誌やチラシ」が 51.7％

と最も多く、次いで「本や新聞、雑誌の記事、テレビ・ラジオ」と「サービス事業所

の人や施設の職員など」がともに 20.7％などとなっています。引き続き、必要な情

報が行き渡るよう、相談体制、情報提供体制の整備が求められます。 

 

■困ったときの相談相手               ■情報の入手先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 １７ 

一人で暮らしている

家族と暮らしている

グループホームで暮らして

いる

福祉施設（障害者支援施設、高
齢者支援施設）で暮らしている

病院に入院している

その他

無回答

6.9 

72.4 

10.3 

3.4 

0.0 

0.0 

6.9 

0 20 40 60 80 %回答者数 =29

父母・祖父母・兄弟姉妹

配偶者（夫または妻）

子ども

ホームヘルパーや施設の職員

その他の人 （ボランティア等）

介助を受けていない

その他

無回答

10.3 

13.8 

6.9 

10.3 

0.0 

10.3 

0.0 

51.7 

0 20 40 60 %回答者数 =29

（５）生活環境 

現在の暮らしでは、「家族と暮らしている」が 72.4%と最も多く、次いで「グルー

プホームで暮らしている」が 10.3％、「一人で暮らしている」が 6.9%、「福祉施設

（障害者支援施設、高齢者支援施設）で暮らしている」が 3.4％となっています。 

介助が必要な場合に、主に介助している人は、「配偶者（夫または妻）」が 13.8%、

「父母・祖父母・兄弟姉妹」と「ホームヘルパーや施設の職員」がともに 10.3％、

「子ども」が 6.9％となっています。また、「介助を受けていない」と回答した方は

10.3%となっています。 

 

■現在の暮らし                      ■主に介助している人 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 １８ 

（６）災害時の対応 

災害時に困ることは何かでは、「必要な薬が手に入らない、治療を受けられない」が

最も多く 51.7％、次いで「避難所の設備（トイレ等）や生活環境が不安である」が

37.9%、「正確な情報がなかなか入らない」が 31.0％、「安全なところまで、すぐ、

避難することができない」「被害状況や避難所の確保、物資の入手方法などがわから

ない」「まわりの人とのコミュニケーションがとれない」がそれぞれ 24.1％などとな

っています。また、災害時要援護者登録制度の認知度については、「知っている」が

13.8％、「知らない」が 58.6%となっています。 

災害発生時においても障がいのある人が安心・安全に生活し続けられるよう、情報

提供体制の確保や避難所への誘導体制の整備など、障害のある人に配慮した支援体制

づくりが必要と考えられます。 

 

■災害時に困ること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■災害時要援護者登録制度の認知度 

                

 

 

 

 

 

 

必要な薬が手に入らない、治療を受けられない

補装具や日常生活用具、酸素ボンベ、吸引器等が使えなくなる

補装具や日常生活用具の入手ができなくなる

救助を求めることができない

安全なところまで、すぐ、避難することができない

被害状況や避難所の確保、物資の入手方法などがわからない

まわりの人とのコミュニケーションがとれない

避難所の設備（トイレ等）や生活環境が不安である

救助を求めても、すぐに来てくれる人がいない

正確な情報がなかなか入らない

その他

特にない

無回答

51.7 

0.0 

10.3 

17.2 

24.1 

24.1 

24.1 

37.9 

20.7 

31.0 

3.4 

10.3 

17.2 

0 20 40 60 %回答者数 =29

知っている

13.8%

知らない

58.6%

無回答

27.6%

回答者数 =29



 

 

 

 
 １９ 

（７）障がいへの理解 

障がい者に対して周囲の理解があると思うかについては、「どちらかといえば理解

がない」と「理解がない」を合わせると 13.7％となっています。また、障がいに対

する町民の理解を深めるために必要なことでは、「障がいや障がい者の福祉について

関心や理解を深めるための啓発」が 37.9％と最も多く、次いで「障がいのある人と

の交流を通じた障がい者への理解の促進」が20.7％、「学校における福祉教育の充実」

が 17.2％などとなっています。 

障がいや障がいのある人に対する理解の促進に向けて一層の広報・啓発活動が重要

と考えられます。 

■障がいへの理解 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■障がいへの理解を深めるのに必要なこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理解がある

10.3%

どちらかといえ

ば理解がある

20.7%

どちらかといえば

理解がない

10.3%

理解がない

3.4%

どちらとも

いえない

37.9%

無回答

17.2%

回答者数 =29

障がいや障がい者の福祉について関心や理解
を深めるための啓発

障がいのある人に対してのボランティア活動
やボランティア人材育成への支援

障がいのある人との交流を通じた障がいへの
理解の促進

学校における福祉教育の充実

障がいに関する講演会や学習会の開催

障がいのある人への福祉的な就労や生産活動
の機会の提供

福祉施設の地域住民への開放や地域住民
との交流機会の促進

障がいのある人の地域活動への参加機会
の促進

その他

わからない

無回答

37.9 

10.3 

20.7 

17.2 

6.9 

0.0 

13.8 

10.3 

3.4 

20.7 

31.0 

0 10 20 30 40 %回答者数 =29



 

 

 

 
 ２０ 

保健・医療の充実

障がいに対する理解の促進

経済的支援の充実

建物・道路などのバリアフリー化

雇用・就労支援の充実

相談支援体制の充実

入所施設の充実

障がい者向けの住まいの確保

福祉器具・補装具などの充実

訪問系サービスの充実

趣味やスポーツ活動の充実

短期入所の充実

グループホームなどの整備

コミュニケーション支援の充実

日中活動系サービスの充実

教育・育成の充実

特にない

その他

無回答

27.6 

20.7 

27.6 

17.2 

6.9 

6.9 

17.2 

17.2 

3.4 

17.2 

10.3 

20.7 

13.8 

6.9 

17.2 

6.9 

17.2 

6.9 

20.7 

0 10 20 30 40 %回答者数 =29

（８）今後の施策への希望 

障害者施策で力を入れてほしいことについては、「保健・医療の充実」と「経済的支

援の充実」の割合が高くそれぞれ 27.6％、「障害に対する理解の促進」と「短期入所

の充実」がそれぞれ 20.7％などとなっています。 

 

■障害者施策で力を入れてほしいこと  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 ２１ 

第３節 計画の理念と体系 

１ 計画の基本理念  

本町では、障害者基本法に基づき、障がいの有無にかかわらず、主体的に社会活動

に参加し、住民だれもが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」の実現をめ

ざし各種施策を展開しています。 

本計画においても、このような社会の実現に向け、障がいのある人が社会参加を制

約する社会的な様々な障壁を除き、自らを最大限発揮し、自分らしく生き生きとした

生活が送れる社会をめざして、前計画に引き続き「だれもが快適に、自分らしく生活

できる、支え合いのまちづくり」を基本理念として、その実現を図っていくものとし

ます。 

 

 

 

 

２ 障がい者計画の基本目標  

本計画における基本理念の実現に向けて、以下の６つの基本目標を設定し施策を展

開します。 

 

（１）保健・医療の推進 

本町において最も要望の高い分野であり、乳幼児期における障がいの早期発見・療

育の充実から、障がいの原因となる疾病の予防や健康づくり、高齢化や障がいの重度

化などへの対応とともに、町内外の医療機関と連携し地域医療の充実に努めます。 

 

（２）保育・教育の充実 

障がいのある児童の個々の障がいの特性に配慮し、教育、保健、福祉、医療等の関

係者が連携しながら、乳幼児期から成人期まで切れ目のない支援や教育ができるよう、

取組を進めていきます。 

【基本理念】 

だれもが快適に、自分らしく生活できる、 

支え合いのまちづくり 



 

 

 

 
 ２２ 

（３）雇用・就業、経済的自立の支援 

障がいのある人が地域で自立し、自分らしい生活を送ることができるよう、障害者

雇用に向けた普及啓発、関係機関と連携した就労等の機会の確保に努めます。また、

経済的支援及び負担の軽減を目的とした各種制度の周知を図ります。 

 

（４）自立生活に向けた支援の充実 

障がいのある人の日常生活にかかわる多様な相談に対応ができるよう、保健センタ

ーや地域包括ケアシステムを活用した相談体制の充実に努めるとともに、地域の社会

資源等を活用しながら、様々な社会参加の促進、地域の人によるボランティアの育成

に努めます。 

 

（５）生活環境の整備 

障がいのある人の情報アクセシビリティの向上に向けて、情報伝達方法の多様化を

図り、情報提供体制の充実に努めるとともに、ユニバーサルデザインの視点に基づき、

障がいのある人や高齢者をはじめ、すべての人が暮らしやすい生活環境の整備を進め

ます。また、災害発生時における障がい特性に配慮した支援や防犯対策の充実等に取

り組み、安心して生活できる地域づくりに努めます。 

 

（６）障がいへの理解・権利擁護の推進 

障がいや障がいのある人に対する理解や配慮が促進されるよう、障がい者差別の解

消に向けた理解・啓発と、障がい者の権利擁護、虐待防止の取組みを進めます。また、

学校や家庭での福祉教育を推進し、町民の福祉に関する意識の醸成を図ります。 

 



 

 

 

 
 ２３ 

３ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

６　相談支援体制の充実・強化等

７　障害福祉サービス等の質の向上

第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画の国の基本指針第１節　計画の国の指針

第２節　計画の成果目
標

１　医療・リハビリテーション体制の整備

２　障がい者保健の充実

３　感染症対策の推進

１　障がい児保育の充実

２　社会参加の促進

３　ボランティア活動の促進

１　情報・通信網の整備

２　バリアフリー化の推進

２　障がい児教育の推進

１　就労支援の充実

２　経済面での支援

１　生活支援の充実

２　精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

３　地域生活支援拠点における機能の充実

４　福祉施設から一般就労への移行等

５　障がい児支援の提供体制の整備等

３　防災・防犯対策の充実

１　福祉教育の推進

２　障がい理解の促進

１　施設入所者の地域生活への移行

１　障がい福祉サービスの充実

第４節　障がい児福祉
サービスと見込み量と
確保の方策

２　障害福祉サービスの見込み量確保のための方策

３　地域生活支援事業の充実

４　その他の地域生活支援事業

２　障がい児通所支援

３　障がい児入所支援

４　子ども・子育て支援等に基づく支援

５　障がい児福祉計画における見込み量確保のための方策

５　地域生活支援事業見込量確保のための方策

６　地域自立支援協議会

７　虐待防止への取り組み

１　障がい児相談支援

障
が
い
者
計
画

第５節　生活環境の整
備

第6節　障がいへの理
解・権利擁護の推進

第３節　障がい福祉
サービスと見込み量確
保の方策

第１節　保健・医療の
推進

第２節　保育・教育の
充実

第３節　雇用・就業、
経済的自立の支援

第４節　自立生活に向
けた支援の充実

第
７
期
障
が
い
福
祉
計
画
・
第
３
期
障
が
い
児
福
祉
計
画
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 ２５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章  

第５期障がい者計画 



 

 

 

 
 ２６ 

第１節 保健・医療の推進 

≪現状と課題≫ 

障がいのある人及び主たる介護者である人の高齢化が進む中で、保健・医療サービスの

充実は最も関心の高い項目となっています。 

本町で令和５年度に実施したアンケート調査（以下「アンケート調査」という。）でも、

障がいのある人の健康管理で困ることとして、「近所に診てくれる医師がいない」が２番

目に多く、次いで「専門的な治療を行っている医療機関が身近にない」など医師や医療機

関に関する回答が多く、また、充実すべき相談内容として、「健康・医療に関する相談」

へのニーズが最も多く身近な相談支援体制の整備が重要となっています。 

本町には、地域に根ざした専門医がいないことや医療機関が遠いこともあり、医療・リ

ハビリテーションの充実に向けて、町内外の医療機関と連携・協力の体制づくりに努めて

いく必要があります。 

本町の身体障害者手帳所持者のうち、「肢体不自由」の人が５割前後、「内部障害」の

人が４割前後で推移し、「65歳以上」の割合が全体の９割弱となっており、内部障害に

つながる疾病の早期発見と予防を目的にした健康づくりの推進や高齢化に伴う医療と介

護の連携、障がいの重度化などへの対応を図っていく必要があります。 

 

≪具体的施策・事業≫ 

１ 医療・リハビリテーション体制の整備 

（１）医療の充実 

必要に応じて七ヶ宿町国民健康保険診療所から専門医につなげる連携を強化し、県や

地域医師会、医療機関等と連携を図り、医療的ケアの支援に努めるとともに、いつでも

安心して医療を受けられる体制づくりに努めます。 

  

（２）精神保健福祉相談（こころの相談）の実施 

専門医が訪問し、こころの悩みや精神障がいのある人の社会復帰、福祉サービス等に

ついて相談を受けます。また、専門医と七ヶ宿町国民健康保険診療所の医師との連携の

強化に努めます。 

 

 



 

 

 

 
 ２７ 

（３）機能訓練の充実 

保健センター等を活用し、高齢者や身体機能に障がいのある方等を対象に、レクリエ

ーションや体操を通して残存機能の保持に努めるとともに、理学療法士および作業療法

士の確保に努め、また、対象者については、訓練場所への移動の点についてもあわせて

検討します。 

訓練における目標の設定にあたっては、ケアマネジメントの手法を取り入れ、医療と

の連携の下、一人ひとりのニーズに合わせた支援に努めます。 

 

（４）医療・介護との連携 

保健センター、七ヶ宿町国民健康保険診療所、高齢者生活福祉センターを保健・医

療・福祉の拠点として連携の強化に努めます。また、地域医療のきめ細かな対応に向け

て、24 時間電話健康相談体制や訪問看護体制の一層の拡充を図ります。 

高齢者と障がいのある人の高齢化への対応ができるよう、介護保険事業者やケアマネ

ジャーなどの連携による介護保険サービス提供や介護保険と障害福祉両方の制度に対

応した一体的な共生型サービス提供の在り方など包括的なサービス提供について検討し

ていきます。 

 

２ 障がい者保健の充実  

（１）障がいの早期発見 

各種乳幼児健康診査や相談活動等で発達のつまづきなどが発見された乳幼児や経過

観察が必要と認められた乳幼児に対して、宮城県中央児童相談所や保育所等との連携し

た相談・指導を実施することにより、障がいの早期発見・早期支援に努めます。 

健診の必要性を周知して受診勧奨を行うとともに、受診しやすい実施体制の整備に取

り組みます。 

 

（２）障がいの重症化予防 

保健事業と協力して、各種健康診査・指導を徹底し、引き続き、障がいの要因となり

うる生活習慣病の発病や重度化の未然防止に努めます。 

メタボリックシンドロームの該当者・予備軍へ特定保健指導を実施し、生活習慣病の

予防を重点とした健康相談を開催します。 

  



 

 

 

 
 ２８ 

（３）健康づくりの推進 

健康相談等を通じて、健康に関する知識の普及および日常の健康管理に関する意識の

向上に努めるとともに、健康づくり習慣が身に付く取り組みの実施に努めます。 

生涯にわたって各ライフステージにあった健康づくりを推進し、生活習慣病の予防と

ともに、生活習慣病を起因とする疾病の防止に取り組みます。 

 

３ 感染症対策の推進 

高齢者や障がいのある人を感染症から守るため、感染症や予防接種に関する正しい知

識の普及、情報提供を行うとともに、医療機関等と連携して、予防接種の円滑な実施に

向け必要な対応を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 ２９ 

第２節 保育・教育の充実 

≪現状と課題≫ 

障がいのある子どもに対しては、それぞれの個性を発揮し、その能力を最大限伸ばして

いくことができるよう、個々の状態に応じた保育・教育の支援が重要となってきます。 

本町では、人口減少が進む中で、少子化の進行も著しくなっている状況ですが、子育て

支援の充実に努め、育児相談を活用し、必要に応じた相談・声かけを実施するとともに、

保育所における障がい児の受け入れや就学指導に努めています。 

就学後の障がいのある児童・生徒には、小・中学校の特別支援学級で、障がいの状態に

応じた教育を行っており、今後も、教育、保健、福祉、医療等の関係者が連携しながら、

乳幼児期から成人期まで切れ目のない支援や教育ができるよう、取組を進めていく必要が

あります。また、義務教育終了後においても、本人の将来の自立につながるよう適切な進

路指導に努めていく必要があります。 

 

≪具体的施策・事業≫ 

１ 障がい児保育の充実 

（１）療育相談の推進 

療育相談に迅速に対応できるよう、保健センターを中心に関係機関のネットワークづ

くりを推進します。 

 

（２）受け入れ体制の整備 

保育所において、障がい児保育の受け入れ体制の整備を図るとともに、関係機関の連

携強化や保育従事者の療育に関する専門知識の向上に努めます。 

 

（３）育児相談の充実 

保健センターでの育児相談や 24 時間電話相談を実施し、育児不安や発達に関する

不安の解消に努めます。 

 



 

 

 

 
 ３０ 

（４）適正な保育、就学指導への支援 

保健師が保育所等の職員に対して必要な助言を行うなど、保健、福祉、教育などの連

携を密にし、障がい児の適正な保育、就学指導を行い、子どもの発達段階に応じた支援

に努めます。 

 

２ 障がい児教育の推進 

（１）特別支援教育の充実 

特別支援教育担当者等の研修を図り、障がいのある子ども一人ひとりのニーズに対応

した適切な教育支援を図ります。 

 

（２）障がいに応じた指導の充実 

一人ひとりの障がいの状態に応じた指導内容や方法を工夫しながら、交流教育を推進

するとともに、関係機関との連携を強化し、実態に応じた適切な指導・相談の充実を図

ります。 

 

（３）進路指導の充実 

義務教育終了後の進路について、一人ひとりに応じた適切な進路指導が行われるよ

う、学校、障がい者福祉施設、ハローワーク等の連携の場や機会づくりに努めます。 

 

 

 



 

 

 

 
 ３１ 

第３節 雇用・就業、経済的自立の支援 

≪現状と課題≫ 

障がいのある人が地域で自立し、自分らしい生活を送るためには、障がいの状況や特性

に応じた働き場所を選択できるよう、多様な就労の場の確保や経済的自立に向けた支援に

努めていく必要があります。 

本町では、必要に応じ相談支援専門員等による就労支援を行っているほか、広域的な支

援として、障害者就業・生活支援センター事業の支援に努めています。アンケート調査で

は、現在、仕事をしていると回答した障がいのある人は 1 割で、勤務形態については、

「正職員で他の職員と勤務条件等に違いはない」「農業・林業・漁業（家族従業を含む）」

となっていました。 

町内での就労を進めていくためには、本町のふるさと振興課やハローワークなど、関係

機関との連携を図るとともに、行政での雇用や町内企業に対する雇用を促すなど多様な就

労の場の確保に努めていく必要があります。 

また、障害者施策で力を入れてほしいことについては、「保健・医療の充実」とともに

「経済的支援の充実」が多くなっており、経済的自立に向けた支援も重要であり、障害基

礎年金や医療費の助成制度等について周知広報に努めていく必要があります。 

 

≪具体的施策・事業≫ 

１ 就労支援の充実 

（１）障がい者雇用に向けたネットワークの構築 

県やハローワーク、特別支援学校の広域的ネットワークづくりに加え、仙南地域自立

支援協議会（労働部会）や町内の事業所、障がい者団体、関係機関等との連携を強化し、

情報の共有化を図るとともに、障がい者雇用の啓発活動に努めます。 

また、障がい者雇用について、事業所とハローワーク間の連絡調整を行う場や機会づ

くりに努めます。 

 

（２）障がい者雇用の拡大 

ハローワーク等と連携し、事業所等に対し、障がい者雇用の意識高揚や各種助成制

度・奨励制度の周知および利用を促進するなど、障がいのある人の雇用拡大を図ります。 
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（３）職場定着指導の促進 

事業所との連絡・連携を深め、県南障害者就業・生活支援センターコノコノなどの専

門機関との連携の下、障がいのある人の職場における課題解決を図り、職場定着を促進

します。 

 

（４）福祉的就労の場の開拓 

町内および近隣市町の事業所と連携の下、一般就労が困難な障がいのある人の町内で

の働く場の開拓に努めます。 

 

（５）障害者就労施設等からの物品等の調達の推進 

障がいのある人の経済面の自立を促進するため、障がい者就労施設からの受注の機会

の確保を図るなど、障害者優先調達推進法※1 に基づく取り組みとして本町における物

品及び役務の調達の促進に努めます。 

 

２ 経済面での支援 

（１）年金・手当等の周知活動 

年金（障害基礎年金、障害厚生年金）、各種手当制度（特別障害者手当、障害児福祉

手当、特別児童扶養手当等）の内容について広報誌を活用して周知に努め、活用を促進

します。 

また、障がいのある人に対する経済的負担の軽減を目的とした税制上の軽減措置、

交通機関運賃割引制度、放送受信料の減免等の制度の周知及び利用促進を図ります。 

 

（２）各種医療費の助成制度の活用 

各種医療費の助成制度の活用を図ります。 

 

 

 

 
※1 国等の公機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入するこ

とを推進する法律。 
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第４節 自立生活に向けた支援の充実 

≪現状と課題≫ 

障がいのある人が困ったときの相談先について、アンケート調査では、「家族や友人」

が最も多く、次いで「かかりつけの医師や看護師」、「行政機関の相談窓口」の順となって

いました。 

保健センターは、相談対応に関する中核的役割を担っており、障がいのある人の望む相

談内容の多くが保健・医療に関することを含め、個々のニーズに応じた相談に的確に対応

していくとともに、社会参加や自立支援に向けた相談など総合的な相談支援体制を充実し

ていく必要があります。 

町では、在宅で生活する障がいのある人や高齢者が、より身近な日常生活の場で必要な

支援が包括的・継続的に受けられるよう、地域包括ケアシステムの推進を進めていくとと

もに、障がいのある人一人ひとりのニーズに合わせた福祉サービス提供体制の維持、向上

に努めていく必要があります。 

また、障がいのある人の社会参加の機会や、身近な地域で障がいのある人や高齢者を

支えるボランティアの育成にも努めていく必要があります。 

 

≪具体的施策・事業≫ 

１ 生活支援の充実 

（１）相談支援機能の充実 

日常生活に関わる様々な相談事を気軽に相談できるように、必要な相談支援体制の構

築に取り組むとともに、サービス提供事業者等との連携から障がいのある人の立場に立

った福祉サービスの提供ができるように、相談支援機能の充実を図ります。また、障が

いのある人の地域生活への移行や地域定着が図れるよう支援を行うとともに、地域にお

ける相談支援、社会参加・自立支援に向けたあらゆる相談、差別解消に向けたサービス

提供事業者等の相談に応じられるよう相談・指導・支援体制の充実を図ります。 

 

（２）各種相談の実施 

障がいのある人やその家族などが、福祉サービス利用、就労に関しての悩み、対人関

係など、日頃の困りごとや悩み事に対して、相談支援専門員等による巡回相談を行いま

す。また、保健センターにて、精神疾患から日ごろのストレスまで、専門医によるカウ

ンセリングを行います。 
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（３）障がい福祉サービスの充実 

障がいのある人の多様なニーズに対応して町内外のサービス提供事業者などとの連携

による良質なサービスと必要量の確保や利用の情報提供に努めるとともに、介護保険事

業者との連携による介護保険サービスを含めた包括的なサービス提供に努めます。 

 

（４）地域生活支援の充実 

障がい者サロンを通じ地域活動支援センター機能の深化に努めて地域生活支援事業

の充実を図るとともに、日常生活用具給付等事業など各種サービスの利用促進に努め

て、障がいのある人の地域生活支援の充実に努めます。 

 

（５）地域包括ケアシステムの構築 

在宅で生活する障がいのある人や高齢者等が、住み慣れた家庭や地域で安心して生活

できるよう、保健・医療・福祉分野の関係者により協力・調整を行い、必要な相談支援、

最も適したサービスの提供に努めます。 

 

２ 社会参加の促進 

（１）障がい者サロン事業 

保健センターに地域活動支援センター機能を持たせ、知的障がいのある人や精神障が

いのある人が集まり、自主的に活動内容等の計画を立て、作業等行うことにより、自立

と社会参加を促進します。 

 

（２）地域における社会参加の促進 

町内および近隣市町における各種イベントを通じて、障がいのある人同士（保護者）、

または障がいのある人と障がいのない人が互いに交流できるよう支援するとともに、障

がいのある人と、障がい者支援に関心のある人を対象に、交流の場所づくりを進めます。 

また、障がいのある人が尊重されるよう障がい特性に応じた選挙等に関する情報提供

や関係機関と連携して投票機会の確保などの参加促進に努めます。 

 

（３）文化・レクリエーション活動 

障がいのある人や高齢者等が趣味や自己表現、仲間との交流などを通じて生活を充実

させることができるよう、生涯学習・文化活動の振興を図ります。 
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３ ボランティア活動の促進 

（１）関係団体との連携 

地域福祉活動の中心的役割を担う七ヶ宿町社会福祉協議会、民生児童委員協議会や

医療機関、福祉施設との連携を図ります。 

 

（２）ボランティア活動団体の育成と支援 

七ヶ宿町社会福祉協議会と協力して、ボランティア組織の形成に努め、コーディネー

トを主とした組織の継続・運営のための支援を検討するとともに、ボランティア講習会

等を開催し、ボランティアの理解と質の向上を図り、活動団体の強化に努めます。 

 

（３）福祉団体活動への支援 

障がいのある人同士が、ともに悩みを相談したり、様々な活動に取り組んだりするこ

とができるよう、当事者活動の育成・支援に努めるとともに、身体障害者福祉協会等に

対して活動支援を行います。 

 

（４）ボランティア活動に対する障がいのある人の理解促進 

支援を受ける障がいのある人側のボランティアに対する認識を高めるような研修や障

がいのある人自身がボランティアに参加できるような機会づくりに努めます。 
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第５節 生活環境の整備 

≪現状と課題≫ 

本町では、高齢者や障がいのある人のみならず可能な限りすべての人を対象として、ユ

ニバーサルデザインの視点に基づく暮らしやすい生活環境づくりを進めています。 

しかし、アンケート調査では、「気軽に利用できる移送手段が少ない（福祉タクシーな

ど）」「外出にお金がかかる」などの声もあり、移動手段の確保や生活環境の整備に努めて

いく必要があります。 

また、災害時に困ることでは、「必要な薬が手に入らない、治療を受けられない」「避難

所の設備（トイレ等）や生活環境が不安である」「正確な情報がなかなか入らない」など

障がい特性に配慮した災害弱者対策などの課題があげられています。 

本町では、災害時の救助活動に活用するため、消防等仙南圏域における広域的な連携の

下、災害時避難行動要支援者リストを作成していますが、災害時の救援活動がスムーズに

行えるよう、行政区や関係機関と連携し、災害時避難行動要援護者の現状把握や情報発信

伝達手段の整備、個別避難計画の策定、避難誘導や避難生活を支えるための整備を進めて

いく必要があります。 

近年の架空請求や振り込め詐欺、あるいは悪質業者による高額な商品の売り付けなど、

障がいのある人が消費者被害に巻き込まれないよう、障がいのある人等を対象とした消費

者トラブル防止の啓発活動を進めていく必要があります。 

 

≪具体的施策・事業≫ 

１ 情報・通信網の整備 

（１）情報通信システムの活用と利用の促進 

ホームページなどの活用により、情報提供の充実を図るとともに、障がい特性にも配

慮した情報伝達方法の多様化を図るなど情報アクセシビリティの向上に努めます。 

 

（２）住民による情報バリアフリー 

七ヶ宿町社会福祉協議会等関係団体とともに、朗読や手話などの活動を支援し、情報

バリアフリーの促進に努めます。 
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２ バリアフリー化の推進 

（１）公共建築物の整備 

「七ケ宿町公営住宅等の整備基準を定める条例」に基づき、障がいのある人等が円滑

に利用できるよう建築物の整備に努めます。また、町の公共的施設については、ユニバ

ーサルデザインを取り入れた、だれもが安心して使える環境の整備に努めます。 

 

（２）民間建築物の整備促進と支援 

高齢者や身体障がい者が安心して居住でき、いつまでも快適で生き生きとした生活を

送るための住宅を推進（七ヶ宿町バリアフリー住宅推進事業）し、障がいのある人等が

円滑に利用できる建築物の整備を促進します。 

また、既存の建築物については、必要に応じて調査などを行い、必要な指導助言を行

うなど、障がいのある人等が円滑に利用できるよう啓発・普及を図ります。 

 

（３）道路の整備 

だれもが安心して、利用できるよう、道路の整備にあたっては車いす使用者などが安

全で快適に利用できる幅の広い歩道の設置や、既存の段差の解消を行うなど、安全でゆ

とりのある歩行空間を確保します。 

 

（４）公園等の整備 

新設または改良する公園等については、「七ケ宿町公営住宅等の整備基準を定める条

例」に基づき、誰もが安全かつ快適に利用できる空間づくりを促進します。 

 

（５）住宅の整備 

障がいのある人等に配慮した公営住宅などの整備を進めるとともに、既設の公営住宅

などについても、段差の解消や手すり設置等の改善を行います。 

民間住宅などの整備に対しても、障がいのある人等が円滑に利用できる住まいづくり

の啓発・普及を行います。 
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（６）交通手段の充実 

障がいのある人の社会参加の促進や医療の確保に向けて、交通手段の充実に努めま

す。 

 

（７）買い物・見守り等の支援 

移動困難者や買い物困難者等を対象とした生活支援、移動販売（御用聞き）を兼ねた

見守り支援を強化します。 

 

３ 防災・防犯対策の充実 

（１）防災体制の充実 

避難場所の確保と整備に引き続き取り組み、地区ごとにハザードマップを作成すると

ともに、自主防災組織を設置し、避難訓練等を実施し、防災・減災に備えます。 

 

（２）消防・救急体制の強化 

町単独では対応不可能な大規模な災害に対応するため、仙南地域広域行政事務組合と

の連携による消防・救急体制の強化に引き続き努めます。 

 

（３）災害弱者対策の充実 

避難行動要支援者登録制度の実施や個別避難行動計画の策定を推進し、地域におけ

る障がいのある人等の避難行動要支援者情報の把握を行い、自主防災組織との情報の共

有化に努めます。 

地域での見守りや白石医師会、仙南保健福祉事務所、広域災害医療チーム（ＤMAT）

などと協力による仙南圏域の広域連携・調整を図るとともに、災害派遣精神医療チーム

（DPAT）など関係機関との連携を図り、災害時における支援体制づくりを推進しま

す。 

障がい特性に応じた災害時の支援が行えるよう、家族や地域社会等への情報提供を行

い、災害発生に備えた普及啓発を図るとともに、障がい特性にも配慮し、災害情報伝達

方法の多様化（メールや SNS などの活用）に向けて取り組みます。 

 

（４）心身両面の健康管理 

災害時、必要に応じてメンタルヘルスケア、巡回健康相談等を実施します。 
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（５）緊急通報装置の拡充 

ひとり暮らしの身体障がいのある人の緊急事態発生に対処するため、引き続き、緊急

通報装置の設置を実施します。 

 

（６）防犯意識の醸成 

福祉関係者や地域の支援者の協力を得て、防犯に関する助言や情報提供などを行い、

防犯意識の醸成を図るとともに、架空請求や振り込め詐欺、悪徳商法などの被害を未然

に防ぐため、障がいのある人を対象として個別の相談を実施します。 
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第６節 障がいへの理解・権利擁護の推進 

≪現状と課題≫ 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（「障害者差別解消法」）が施行と

なり、全国で障がいを理由とした差別を解消するための取り組みが進められています。 

本町では、これまで七ヶ宿小学校の地域学習や七ヶ宿町社会福祉協議会のイベント等に

よって、住民の福祉に対する関心の向上に努めており、そうした中で、障がいのある人に

対する正しい理解と知識の普及に向けて広報・啓発活動を行っています。 

アンケート調査では、障がいへの理解について「どちらかといえば理解がない」「理解

がない」を合わせた“理解がない”が 13.7％となっていました。また、障がいに対する

町民の理解を深めるために必要なことについては、「障がいや障がい者の福祉について関

心や理解を深めるための啓発」次いで「障がいのある人との交流を通じた障がい者への理

解の促進」などがあげられています。 

障がいや障がいのある人への理解の促進、また合理的配慮などについての理解啓発に向

けて更なる広報・啓発活動に努めていく必要があります。 

 

≪具体的施策・事業≫ 

１ 福祉教育の推進 

（１）学校における福祉教育の充実 

障がい児への理解を深めるため、交流教育を充実するなど、障がいに対して偏見をも

つことのないよう適正な指導に努めます。 

 

（２）家庭における福祉教育の促進 

教育委員会や七ヶ宿町社会福祉協議会の協力の下、家庭における福祉教育の拡充を促

進します。 

 

２ 障がい理解の促進 

（１）広報誌によるＰＲ 

広報誌によって、障がい者団体や施設、また、特別支援学校等の行事や取り組み等の

情報を積極的にＰＲし、住民の理解と啓発を促します。 
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（２）障がいへの理解に向けた研修会の開催 

保健センターの障がい者サロンを活用して、障害理解のための講座を随時開催し、広

く住民を対象に障がいへの理解と啓発を図ります。 

教育機関との連携により、福祉体験や障がい理解に向けた研修会を開催し、できるだ

け早い段階から障がいのある人への理解を深めるように努めます。 

 

（３）障がい者野外活動等支援事業 

外出の機会が少ない障がいのある人およびその家族に対して、社会参加を促進するた

め、職員等の派遣・支援を行います。 

 

（４）精神障がいの理解促進 

保健センターにおいて精神障がい当事者参加の座談会等を実施するなど、精神障がい

についての正しい理解、精神保健の知識の普及、啓発を図ります。 

 

（５）障がいを理由とする差別の解消の推進 

障害者差別解消法や障害者雇用促進法に基づき、障がいを理由とする差別の解消に向

けた取り組みなどの普及・啓発に努めます。 

 

（６）権利擁護の推進 

知的障がいのある人や精神障がいのある人など判断能力が不十分な方への金銭管理、

身元保証人、成年後見制度など権利擁護支援のための取り組みを充実します。 

社会福祉協議会等と連携し、成年後見制度についての理解・周知を図るとともに、相

談事業を通して利用の促進を図ります。 

 

（７）虐待防止の推進 

専門性を有する各種関係機関による権利擁護支援の地域連携ネットワークの整備や

障害者虐待防止センター（基幹相談支援センター）を中心にして、障害のある人や児童

への虐待の未然の防止に努めるとともに、虐待が発生した場合、迅速かつ適切な対応や

再発の防止に取り組みます。 
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第３章 

第７期障がい福祉計画・   

第３期障がい児福祉計画 
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第１節 第７期障がい福祉計画・第３期障がい児 

福祉計画の国の基本指針 

１ 国の基本理念 

第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画は、国の障害福祉計画・障害児福

祉計画の策定に関する基本指針に即して、次の７つの基本理念に基づき、計画を策定

するものとします。 

 

（１） 障がい者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 

（２） 身近な実施主体と障がい種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等 

（３） 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対

応したサービス提供体制の整備 

（４） 地域共生社会の実現に向けた取組 

（５） 障がい児の健やかな育成のための発達支援 

（６） 障がい福祉人材の確保 

（７） 障がい者の社会参加を支える取組 
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２ 基本的な考え方 

第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画の基本的な考え方は、前述の基本

理念を踏まえつつ、次の３つの基本方針のもとに、障害福祉サービス及び相談支援の

提供体制の確保及び相談支援の提供体制の確保や障がい児支援の提供体制の確保に関

する事項、成果目標及び確保すべきサービス量・確保のための方策を定める計画とし

ています。 

 

＜基本方針＞ 

（１） 障害福祉サービスの提供体制の確保 

① 地域で必要とされる訪問系サービスの保障  

② 希望する障がい者等への日中活動系サービスの保障  

③ グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備と機能の充実  

④ 福祉施設から一般就労への移行等の推進 

⑤ 強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者に対する支援体制の充実 

⑥ 依存症対策の推進 

 

（２） 相談支援の提供体制の確保 

① 相談支援体制の構築 

② 地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保 

③ 発達障害者等に対する支援 

ⅰ 発達障害者等への相談支援体制等の充実 

ⅱ 発達障害者等及び家族等への支援体制の確保 

④ 協議会の設置等 

 

（３） 障がい児支援の提供体制の確保 

① 地域支援体制の構築 

② 保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援 

③ 地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進 

④ 特別な支援が必要な障がい児に対する支援体制の整備 

ⅰ 重症心身障害児及び医療的ケア児に対する支援体制の整備 

ⅱ 強度行動障害や高次脳機能障害を有する障がい児に対する支援体制の充実 

ⅲ 虐待を受けた障害児等に対する支援体制の整備 

⑤ 障がい児相談支援の提供体制の確保 
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第２節 計画の成果目標  

 
１ 第６期障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画に 

おける成果目標の達成状況 

第６期障がい福祉計画及び第２期障がい児福祉計画で設定した成果目標について、そ

の達成状況は以下のとおりとなっています。 

 

（１）福祉施設入所者の地域生活への移行状況 

令和元年度末現在の施設入所者数が４人に対して、令和５年度末の現状は３人とな

っています。 

指標 
基準 実績 見込値 

考え方 
令和元年度 令和４年度末 令和 5 年度末 

施設入所者数 ４人 ３人 ３人 
国が定める基本方針に基づ

き数値を設定。 

施設入所者削減見込  １人 0 人 
削減人数 

（令和元年―令和 5 年） 

地域移行者数  1 人 0 人 

施設入所者がグループホー

ム等に移行した数。 

国が定める基本方針に基づ

き数値を設定。 
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（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムとして、「保健・医療・福祉関係者

による協議の場」を年１回開催しています。 

■精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

指 標 項目 目標値 実績 目標値の考え方 

保健・医

療・福祉関

係者による

協議の場 

保健・医療・

福祉関係者に

よる協議の場

の開催回数 

令和 3 年度末 １回 0 回 
県のネットワーク会議

を協議の場として準ず

る。 

令和 4 年度末 1 回 1 回 

令和 5 年度末見込 1 回 1 回 

保健、医療、

福祉、介護、

当事者及び家

族の関係者ご

との参加者数 

令和 3 年度末 0 人 0 人 

県のネットワーク会議

への参加者数で設定。 
令和 4 年度末 ０人 2 人 

令和 5 年度末見込 ０人 2 人 

協議の場にお

ける目標設定

の評価の実施

回数 

令和 3 年度末 0 回 0 回 
個別ケース課題におい

て目標設定の評価の実

施で設定。 

令和 4 年度末 ０回 1 回 

令和 5 年度末見込 ０回 1 回 

精神障害者

のサービス

種別の利用

状況 

地域移行支援

利用者数 

令和 3 年度末 １人 0 人 

利用実績に基づき数値

を設定。 
令和 4 年度末 １人 0 人 

令和 5 年度末見込 0 人 0 人 

地域定着支援

利用者数 

令和 3 年度末 0 人 0 人 

利用実績に基づき数値

を設定。 
令和 4 年度末 0 人 0 人 

令和 5 年度末見込 １人 0 人 

共同生活援助

利用者数 

令和 3 年度末 8（3）※人 3 人 

利用実績に基づき数値

を設定。 
令和 4 年度末 8（3）※人 2 人 

令和 5 年度末見込 9（3）※人 1 人 

自立生活援助

利用者数 

令和 3 年度末 0 人 0 人 
県内に事業所がなく、

利用実績がないことか

ら利用者数 0 で設定。 

令和 4 年度末 0 人 0 人 

令和 5 年度末見込 0 人 0 人 

※共同生活援助の目標値はグループホーム利用者全体数で、( )内はそのうち精神障害者の利用者数

で掲載、実績は精神障がい者のみの利用者数を掲載。 
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（３）障がいのある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた地域生活支援

拠点における機能の充実 

障がいのある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた地域生活支援拠点等に

ついては、令和４年度末現在１か所を整備しており、地域生活支援拠点等の機能の充

実に向けた検証及び検討の年間の実施回数については、１回実施しています。 

区 分 
目標値 見込値 

考え方 
令和５年度末 令和５年度末 

地域生活支援拠点等を確保 １か所 １か所 
実績及び国が定める基本方

針に基づき数値を設定。 

地域生活支援拠点等の機能の充実に向

けた検証及び検討の年間の実施回数 
３回 １回 

国が定める基本方針に基づ

き数値を設定。 

 

（４）福祉施設から一般就労への移行状況 

福祉施設から一般就労への移行者は、令和４年度で２人、令和５年 12 月現在で 0

人となっています。また、就労移行支援事業の利用者数は 0 人、就労定着支援利用

者数は２人となっています。 

■福祉施設から一般就労への移行等 

指 標 
基準 目標値 見込値 

目標値の考え方 
令和元年度末 令和 5 年度末 令和 5 年度末 

福祉施設からの年間一般

就労移行者数 
1 人 1 人 0 人 

実績及び国が定め

る基本方針に基づ

き数値を設定。 
 

うち就労移行支

援利用者数 
1 人 1 人 0 人 

実績及び国が定め

る基本方針に基づ

き数値を設定。 

うち就労継続支

援Ａ型利用者数 

0 人 
0 人 0 人 

実績に基づき数値

を設定。 

うち就労継続支

援Ｂ型利用者数 
0 人 0 人 0 人 

実績に基づき数値

を設定。 

就労定着支援利用数 0 人 0 人 ２人 
実績に基づき数値

を設定。 

就労定着支援による職場

定着率 
０% 100% 100% 

実績に基づき数値

を設定。 
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（５）障がい児支援の提供体制の整備等 

障がい児支援の提供体制について、令和４年度末現在医療的ケア児支援のための協

議の場として１か所設置しています。令和４年度現在では児童発達支援事業所、保育

所等訪問支援を利用できる体制及び主に重症心身障がいのある児童を支援する児童

発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、医療的ケア児に対する関連分野の支

援を調整するコーディネーターの配置の整備を検討中です。 

■障がい児支援の提供体制の整備等 

指 標 項目 
目標値 見込値 

目標値の考え方 
令和５年度末 令和 5 年度末 

児童発達支援センター

の設置 
 0 か所 0 か所 

実績及び国が定め

る基本方針に基づ

き数値を設定。 

保育所等訪問支援を利

用できる体制の構築 
  1 か所 1 か所 

実績に基づき数値

を設定。 

主に重症心身障がいの

ある児童を支援する事

業所数 

児童発達支援 0 か所 0 か所 
実績に基づき数値

を設定。 

放課後等デイ

サービス 
0 か所 0 か所 

実績に基づき数値

を設定。 

医療的ケア児の協議の

場の設置 
  1 か所 1 か所 

国が定める基本方

針に基づき数値を

設定。 

医療的ケア児等コーデ

ィネーターの配置数 
 0 人 1 人 

国が定める基本方

針に基づき数値を

設定。 

 

（６）相談支援体制の充実・強化 

本町の「障がいの種別や各種のニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援」では、

担当課内に相談専門員を配置し、各自治体、事業所と連絡体制を整備して実施していま

す。地域の相談支援体制ついて、本町では相談支援事業所の参入等がなく、仙南広域

（基幹相談支援センター）において指導・助言、相談支援事業者の人材育成の支援、相

談機関との連携強化の取組を実施しているため、実績数値に反映していません。 
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■相談支援体制の充実・強化 

指 標 項目 目標値 実績 目標値の考え方 

障害の種別や各種のニーズに対応で

きる総合的・専門的な相談支援の実

施 

令和３年度末 実施 実施 

実績に基づき数

値を設定。 
令和 4 年度末 実施 実施 

令和 5 年度末見込 実施 実施 

地域の相

談支援体

制の強化 

相談支援事業者に対す

る訪問等による専門的

な指導・助言件数 

令和３年度末 0 件 0 件 

 令和 4 年度末 0 件 0 件 

令和 5 年度末見込 0 件 0 件 

相談支援事業者の人材

育成の支援件数 

令和３年度末 0 件 0 件 

 令和 4 年度末 0 件 0 件 

令和 5 年度末見込 0 件 0 件 

相談機関との連携強化

の取組の実施回数 

令和３年度末 0 回 0 回 

 令和 4 年度末 0 回 0 回 

令和 5 年度末見込 0 回 0 回 

 

（７）障がい福祉サービス等の質を向上 

障がい福祉サービスの質の向上について、主に自立支援協議会を中心に各年度、障がい

福祉サービス等に係る研修等へ町職員１名が参加しています。 

障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果の分析結果について事業所や関

係自治体等との共有については令和４年度から年 1 回で実施しています。 

 ■障がい福祉サービス等の質を向上 

指 標 項目 目標値 実績 目標値の考え方 

障がい福祉サービス等に係る研修等

への町職員の参加人数 

令和３年度末 1 人 1 人 

実績に基づき数

値を設定。 
令和 4 年度末 1 人 1 人 

令和 5 年度末見込  1 人 1 人 

障害者自立支援審査支払等システム

等による審査結果の分析結果を活用

し、事業所や関係自治体等と共有す

る回数 

令和３年度末 ０回 ０回 
年 1 回事業所と

の情報共有の協

議の場で設定。 

令和 4 年度末 0 回 0 回 

令和 5 年度末見込 1 回 0 回 
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２ 第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画に 

おける成果目標 

第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画では、計画に記載すべき事項とし

て、計画の実施により達成すべき基本的な目標（成果目標）と目標達成に向けて定期

的な状況確認を行うべき指標（活動指標）が定められており、数値目標及び必要なサ

ービス量・確保のための方策を定める必要があります。 

 

（１）施設入所者の地域生活への移行 

《国の考え方》 

・令和４年度末時点の施設入所者数の６％以上が令和８年度末までに地域生活へ移行

する 

・令和８年度末の施設入所者数を令和４年度末時点の施設入所者数から５％以上削減

する 

 

指 標 
基準 目標値 

目標値の考え方 
令和４年度末 令和８年度末 

施設入所者数 3 人 3 人 
国が定める基本方針に基

づき数値を設定。 

施設入所者削減見込  0 人 
削減人数（令和４年―令

和8年） 

施設入所者のグループホーム等への

地域移行率 
 0.0％ 

国が定める基本方針に基

づき数値を設定。 

 

 

（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

《国の考え方》 

・保健・医療・福祉関係者による協議の場の開催回数及び保健、医療、福祉、介護、当

事者及び家族の関係者ごとの参加者数、目標設定及び評価の実施回数の見込みを設

定する 

・精神障がい者のうち地域移行支援の利用が見込まれる利用者数を設定する 

・精神障がい者のうち地域生活への移行後に地域定着支援、共同生活援助、自立生活援

助、自立訓練（生活訓練）のそれぞれの利用が見込まれる利用者数を設定する 
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指 標 項目 数値 目標値の考え方 

保
健
・
医
療
・
福
祉
関
係
者
に
よ
る
協
議
の
場 

保健・医療・福祉関係者

による協議の場の開催回

数 

令和６年度末 1 回 

県のネットワーク会議を協議の場

として準ずる。 
令和７年度末 1 回 

令和８年度末 1 回 

保健、医療、福祉、介

護、当事者及び家族の関

係者ごとの参加者数 

令和６年度末 2 人 

県のネットワーク会議への参加者

数で設定。 
令和７年度末 2 人 

令和８年度末 2 人 

協議の場における目標設

定の評価の実施回数 

令和６年度末 1 回 

個別ケース課題において目標設定

の評価の実施で設定。 
令和７年度末 1 回 

令和８年度末 1 回 

精
神
障
害
者
の
サ
ー
ビ
ス
種
別
の
利
用
状
況 

地域移行支援利用者数 

令和６年度末 0 人 

地域に事業所がなく、利用実績が

ないことから利用者数0で設定。 
令和７年度末 0 人 

令和８年度末 0 人 

地域定着支援利用者数 

令和６年度末 0 人 

地域に事業所がなく、利用実績が

ないことから利用者数0で設定。 
令和７年度末 0 人 

令和８年度末 0 人 

共同生活援助利用者数 

令和６年度末 2 人 

利用実績に基づき数値を設定。 令和７年度末 2 人 

令和８年度末 3 人 

自立生活援助利用者数 

令和６年度末 0 人 

地域に事業所がなく、利用実績が

ないことから利用者数0で設定。 
令和７年度末 0 人 

令和８年度末 0 人 

自立訓練（生活訓練）利用

者数 

令和6年度末 0 人 

地域に事業所がなく、利用実績が

ないことから利用者数0で設定。 
令和7年度末 0 人 

令和8年度末 0 人 
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（３）地域生活支援拠点における機能の充実 

《国の考え方》 

・地域生活支援拠点等を整備するとともに、その機能の充実のため、コーディネーター

の配置、地域生活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービス事業所等の担当者の配

置、支援ネットワークなどによる効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を

進め、また、年１回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況を検証及び検討する 

・令和８年度末までに、市町村又は圏域において、強度行動障害を有する者に関して、

その状況や支援ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制の整備を進め

る 

 

指 標 項目 目標値 目標値の考え方 

地域生活支援拠点等の確保 

令和6年度末 1 か所 

複数自治体により仙南圏域で多

機能型の面的整備で実施済み。 
令和7年度末 1 か所 

令和8年度末 1 か所 

コーディネーターの配置等によ

る効果的な支援体制及び緊急

時の連絡体制構築 

令和6年度末 1 人 
実績及び国が定める基本方針に

基づき数値を設定。 
令和7年度末 1 人 

令和8年度末 1 人 

地域生活支援拠点等の機能の

充実に向けた検証及び検討の年

間の実施回数 

令和6年度末 4 回 

実績及び国が定める基本方針に

基づき数値を設定。 
令和7年度末 4 回 

令和8年度末 4 回 

強度行動障害を有する者に関

し、町又は圏域において支援ニ

ーズを把握し、支援体制整備を

推進 

令和6年度末 ０か所 
令和4年度時点で未整備。令和

８年度を目途に複数自治体によ

る仙南圏域で整備 

令和7年度末 ０か所 

令和8年度末 １か所 

 

（４）福祉施設から一般就労への移行等 

《国の考え方》 

・令和８年度中に就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数を令和４年度実

績の 1.28 倍以上にする。そのうち、就労移行支援事業は 1.31 倍以上、就労継続支

援Ａ型事業は概ね 1.29 倍以上、就労継続支援Ｂ型事業は概ね 1.28 倍以上を目指

す 

・就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行

した者の割合が５割以上の事業所を全体の５割以上とする 

・就労定着支援事業の利用者数は、令和３年度の実績の 1.41 倍以上とする 

・就労定着支援事業所のうち、就労定着率が７割以上の事業所を全体の２割５分以上と

する 
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指 標 
基準 目標値 

目標値の考え方 
令和４年度末 令和 8 年度末 

福祉施設からの年間 

一般就労移行者数 
２人 １人 

実績及び国が定める基本方針に

基づき数値を設定。 

 

うち生活介護からの 

移行者数 
0 人 0 人 

実績及び国が定める基本方針に

基づき数値を設定。 

うち自立訓練（機能訓練）

からの移行者数 
0 人 0 人 

実績及び国が定める基本方針に

基づき数値を設定。 

うち自立訓練（生活訓練）

からの移行者数 
0 人 0 人 

実績及び国が定める基本方針に

基づき数値を設定。 

うち就労移行支援事業 

利用者数 
2 人 １人 

実績及び国が定める基本方針に

基づき数値を設定。 

うち就労継続支援Ａ型事業 

利用者数 
0 人 0 人 実績に基づき数値を設定。 

うち就労継続支援Ｂ型事業 

利用者数 
0 人 0 人 実績に基づき数値を設定。 

地域の支援ネットワークの強

化、関係機関の連携した支援

体制を構築するため、協議会

等（就労部会）等を設けて取

組を推進 

実施 実施 仙南圏域で実施 

指 標 
基準 目標値 

目標値の考え方 
令和３年度末 令和 8 年度末 

就労定着支援事業の利用者数 1 人 2 人 実績に基づき数値を設定。 

一般就労移行率５割以上の事

業所の割合 
0.0％ 0.0％ 

町内に事業所がないため判定

なし 

就労定着率７割以上の就労定

着支援事業所の割合 
0.0％ 0.0％ 

町内に事業所がないため判定

なし 

 

（５）障がい児支援の提供体制の整備等 

《国の考え方》 

・令和８年度末までに、児童発達支援センターを各市町村又は各圏域に少なくとも１カ

所以上設置する 

・令和８年度末までに、全ての市町村において、障害児の地域社会への参加・包容（イ

ンクルージョン）を推進する体制を構築する 

・令和８年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課

後等デイサービス事業所を市町村又は各圏域に少なくとも１カ所以上確保する 
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指 標 項目 
目標値 

目標値の考え方 
令和８年度末 

児童発達支援 

センターの設置 
 1 か所 

令和4年度時点で未設置。令

和８年度を目途に複数自治体

による仙南圏域で設置。 

障がい児インクルージョンの推進

体制〈保育所等訪問支援を利用で

きる体制の構築〉 

 実施 
令和4年度時点で未実施。令

和８年度を目途に複数自治体

による仙南圏域で実施。 

主に重症心身障がいのある児童

を支援する事業所数 

児童発達支援 1 か所 
令和4年度時点で未実施。令

和８年度を目途に複数自治体

による仙南圏域で実施。 

放課後等デイ 

サービス 
1 か所 

令和4年度時点で未実施。令

和８年度を目途に複数自治体

による仙南圏域で実施。 

医療的ケア児の協議の場の設置  1 か所 
令和4年度時点で実施済。 

仙南圏域で実施。 

医療的ケア児等コーディネータ

ーの配置数 

令和6年度末 2 人 

令和4年度時点で実施済。 

仙南圏域で実施。 
令和7年度末 2 人 

令和8年度末 2 人 

障がい児入所施設からの移行調

整のため協議の場の設置 
 検討 

国が定める基本方針に基

づき数値を設定。 

 

（６）相談支援体制の充実・強化等 

《国の考え方》 

・令和８年度末までに、市町村において、総合的な相談支援、地域の相談支援体制の強

化及び関係機関等の連携の緊密化を通じた地域づくりの役割を担う基幹相談支援セ

ンターを設置するとともに、基幹相談支援センターが地域の相談支援体制の強化を図

る体制を確保する 

・協議会において、個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取

組を行うとともに、これらの取組を行うために必要な協議会の体制を確保する 

 

指 標 項目 目標値 目標値の考え方 

基幹相談支援センターの整備 

令和 6 年度末 実施 

令和4年度時点で実施済。 

仙南圏域で実施。 
令和 7 年度末 実施 

令和 8 年度末 実施 

地
域
の
相
談
支

援
体
制
の
強
化 

相談支援事業者に対する

訪問等による専門的な指

導・助言件数 

令和6年度末 60 件 

仙南圏域として実施。 令和7年度末 60 件 

令和8年度末 60 件 
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指 標 項目 目標値 目標値の考え方 

地
域
の
相
談
支
援
体
制
の
強
化
※ 

相談支援事業者の人材育

成の支援件数 

令和6年度末 36 件 

仙南圏域として実施。 令和7年度末 36 件 

令和8年度末 36 件 

相談機関との連携強化の

取組の実施回数 

令和6年度末 36 回 

仙南圏域として実施。 令和7年度末 36 回 

令和8年度末 36 回 

個別事例の検証回数 

令和6年度末 3 回 

仙南圏域として実施。 令和7年度末 3 回 

令和8年度末 3 回 

主任相談支援専門員の 

配置数 

令和6年度末 2 人 

令和5年度時点で配置済。 

仙南圏域として実施。 
令和7年度末 2 人 

令和8年度末 2 人 

協議会での事例検討する体制の

確保 
 1 か所 

令和4年度時点で実施済。 

仙南圏域で実施。 

※相談 支援体制の強化は、仙南圏域としての目標値となります。 

 

指 標 項目 目標値 目標値の考え方 

自
立
支
援
協
議
会
で
の
事
例
検
討
等 

協議会での事例検討回数 

令和6年度末 3 回 

実績に基づき数値を設定。 令和7年度末 3 回 

令和8年度末 3 回 

参加事業者・機関数 

令和6年度末 15 機関 

実績に基づき数値を設定。 令和7年度末 15 機関 

令和8年度末 15 機関 

専門部会の設置数 

令和6年度末 1 部会 

実績に基づき数値を設定。 令和7年度末 1 部会 

令和8年度末 1 部会 

専門部会の開催数 

令和6年度末 5 回 

実績に基づき数値を設定。 令和7年度末 5 回 

令和8年度末 5 回 
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（７）障害福祉サービス等の質の向上 

《国の考え方》 

・令和８年度末までに、市町村において障害福祉サービス等の質を向上させるための取

組に関する事項を実施する体制を構築する 

 

指 標 項目 目標値 目標値の考え方 

障がい福祉サービス等に係る 

研修等への町職員の参加人数 

令和 6 年度末 1 人 

実績に基づき数値を設定。 令和 7 年度末 1 人 

令和 8 年度末 1 人 

障害者自立支援

審査支払等シス

テム等による審

査結果の共有 

実施の有無 

令和6年度末 無 

体制を構築し、令和8年度末に 

は分析結果を共有できるよう

数値を設定。 

令和7年度末 無 

令和8年度末 無 

共有回数 

令和6年度末 0 回 

令和7年度末 0 回 

令和8年度末 0 回 

 

（８）発達障がい者等に対する支援 

《国の考え方》 

・ペアレントトレーニング等支援プログラムへの参加など発達障がい者等の家族等に

対する支援体制を確保する。 

 

発達障がい者に関する支援においては、コーディネーターと協力し、県等で実施するペ

アレントトレーニング等の支援プログラムの実施について検討していきます。 
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第３節 障がい福祉サービスの見込み量確保の方策 

≪現状と課題≫ 

本町では、訪問系サービスの実施は居宅介護のみで七ヶ宿町社会福祉協議会やホームヘ

ルプステーション「ぽかぽか」に依頼し移動支援とあわせて提供しています。 

日中活動系のサービスは、デイサービスとして日中一時支援を提供しているほか、生活

介護、就労継続支援 A 型・B 型、就労定着支援、療養介護での利用があります。 

居住系サービスの利用実績は、共同生活援助（グループホーム）、施設入所支援を実施

し、指定相談支援サービスの利用実績では計画相談支援を実施しています。 

また、地域生活支援事業（必須事業）の実績では、仙南圏域に基幹相談支援センターを

１か所設置して相談支援事業を行うとともに、日常生活用具給付等事業や地域活動支援

センターとして障がい者サロン事業を実施しています。 

令和５年度アンケート調査結果によると、福祉サービスの利用希望については「短期入

所」への要望が比較的多く、次いで「居宅介護（ホームヘルヘルプ）」、「行動援護」、「生

活介護」、「就労継続支援（A 型・B 型）」、「施設入所」、「計画相談支援」などへの意向が

高くなっており、利用者がサービスを選択するのに十分な提供体制を確保していく必要が

あります。 

また、障がいの重度化・重複化、高齢化への対応を念頭に、常時介護を要する人へのニ

ーズに応じた柔軟な支援が行えるよう、近隣市町や介護保険事業者等との連携を強化しつ

つ、広域圏におけるサービス提供の確保に努めていく必要があります。 

 

≪具体的施策・事業≫ 

１ 障がい福祉サービスの充実 

（１）訪問系サービス 

①居宅介護（ホームヘルプ） 

障がいのある人のために、居宅における食事、入浴、または排泄の介護等を行う居宅

介護（ホームヘルプ）の支援を図ります。 

 

②重度訪問介護 

重度の肢体不自由者で常時介護を要する障がいのある人のために、居宅における食

事、入浴、または排泄の介護および外出時における移動中の介護を行う重度訪問介護の

支援を図ります。 
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③行動援護 

重度の知的障がいまたは精神障がいにより、行動上著しい困難を有する障がいのある

人等が外出する際に、移動中の介護を行う行動援護の充実を図ります。 

④同行援護 

移動に著しい困難のある視覚障がいのある人を対象に、外出時における移動の援護

や、移動に必要な情報提供を行います。 

 

⑤重度障害者等包括支援 

常に介護が必要な方のなかでも介護が必要な程度が非常に高いと認められた方には、

居宅介護などの障がい福祉サービスによって包括的に支援します。 

 

【訪問系サービス見込量】 

  実績 見込 計画 

令 和 

３年度 

令 和 

４年度 

令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

令 和 

７年度 

令 和 

８年度 

居宅介護 

利用者数 

（人/月） 

実績 1.0 1.2 １.0 
１ 1 1 

計画 1 1 １ 

サービス量 

（時間/月） 

実績 15.0 10.4 3.3 
10 10 10 

計画 15 15 15 

重度訪問 

介護 

利用者数 

（人/月） 

実績 ０ ０ ０ 
０ ０ ０ 

計画 ０ ０ ０ 

サービス量 

（時間/月） 

実績 ０ ０ ０ 
０ ０ ０ 

計画 ０ ０ ０ 

行動援護 

利用者数 

（人/月） 

実績 ０ ０ ０ 
０ ０ ０ 

計画 ０ ０ ０ 

サービス量 

（時間/月） 

実績 ０ ０ ０ 
０ ０ ０ 

計画 ０ ０ ０ 

同行援護 

利用者数 

（人/月） 

実績 ０ ０ ０ 
０ ０ ０ 

計画 ０ ０ ０ 

サービス量 

（時間/月） 

実績 ０ ０ ０ 
０ ０ ０ 

計画 ０ ０ ０ 

重度障害 

者等包括 

支援 

利用者数 

（人/月） 

実績 ０ ０ ０ 
０ ０ ０ 

計画 ０ ０ ０ 

サービス量 

（時間/月） 

実績 ０ ０ ０ 
０ ０ ０ 

計画 ０ ０ ０ 
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  実績 見込 計画 

令 和 

３年度 

令 和 

４年度 

令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

令 和 

７年度 

令 和 

８年度 

訪問系サー

ビス合計 

利用者数 

（人/月） 

実績 1.0 1.2 １.0 
１ 1 1 

計画 １ １ １ 

サービス量 

（時間/月） 

実績 15.0 10.4 3.3 
10 10 10 

計画 15 15 15 

 

【見込み量の考え方】 

・居宅介護については、利用実績を踏まえ、各年度 1 人の利用で見込んでいます。高

齢化に伴い、介護保険事業者との連携を強化し、介護保険サービスも含めた、包括的

な提供に努めます。 

・重度訪問介護及び行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援については、実績もな

く、町内においてのサービス提供事業所の確保が難しいことから見込まないこととし

ます。 

 

（２）日中活動系サービス 

①生活介護 

昼間、障がいのある人の支援施設等において、食事、入浴、または排泄の介護、創作

的活動または生産活動の機会を提供する生活介護の充実を図ります。 

 

②自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

障がいのある人が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、施設で

一定期間身体機能または生活能力向上のために必要な訓練等を行う自立訓練（機能訓

練・生活訓練）の充実を図ります。 

 

③就労移行支援 

就労を希望する障がいのある人に一定期間にわたり、就労に必要な訓練等を行う就労

移行の支援を図ります。 

 

④ 就労選択支援（新規） 

障がいのある人の希望や能力に合う仕事探しを支援し、関係機関との橋渡しを担うサ

ービスを行います。 
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⑤就労継続支援（Ａ型） 

通常の事業所に雇用されることが困難な障がいのある人で、事業所内において雇用契

約に基づく就労が可能な人を対象に、一般就労に向け必要な知識や能力の向上のために

必要な指導や訓練等のサービスを行います。 

 

⑥就労継続支援（Ｂ型） 

企業等や就労継続支援（Ａ型）での就労経験があって、年齢や体力の面で雇用される

ことが困難となった人や、就労移行支援事業を利用したが企業等や就労継続支援事業

（Ａ型）の雇用に結びつかなかった人を対象に、雇用契約は締結しないで、就労の機会

や生産活動の場、就労への移行に向けた支援等のサービスを行います。 

 

⑦就労定着支援 

就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行

います。 

 

⑧療養介護 

昼間、医療を要する障がいのある人を病院等で行われる機能訓練、療養上の管理、看

護、医学的管理下における介護及び日常生活上の世話を行う療養介護の充実を図りま

す。 

 

⑨短期入所（福祉型・医療型） 

居宅において介護を行う人が疾病等の理由により介護できない時、障がいのある人が

施設へ入所でき、食事、入浴、または排泄の介護を行う短期入所（ショートステイ）の

充実を図ります。 

 

 

【日中活動系サービス見込量】 

 実績 見込 計画 

令 和 

３年度 

令 和 

４年度 

令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

令 和 

７年度 

令 和 

８年度 

生活介護 

利用者数 

（人/月） 

実績 ３ ３ ３ 
３ ３ ３ 

計画 ４ ４ ４ 

サービス量 

（利用日数/月） 

実績 63 61 63 
63 63 63 

計画 86 86 86 
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 実績 見込 計画 

令 和 

３年度 

令 和 

４年度 

令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

令 和 

７年度 

令 和 

８年度 

自立訓練 
（機能訓練） 

利用者数 

（人/月） 

実績 ０ ０ ０ 
０ ０ ０ 

計画 ０ ０ ０ 

サービス量 

（利用日数/月） 

実績 ０ ０ ０ 
０ ０ ０ 

計画 ０ ０ ０ 

自立訓練 

（生活訓練） 

（宿泊型含む） 

利用者数 

（人/月） 

実績 ０ ０ ０ 
０ ０ ０ 

計画 ０ ０ ０ 

サービス量 

（利用日数/月） 

実績 ０ ０ ０ 
０ ０ ０ 

計画 ０ ０ ０ 

就労移行 

支援 

利用者数 

（人/月） 

実績 1.2 1.0 0 
１ １ １ 

計画 １ １ １ 

サービス量 

（利用日数/月） 

実績 18.9 ７ ０ 
19 19 19 

計画 19 19 19 

就労選択 

支援 

利用者数 

（人/月） 

実績    
0 ０ 未定 

計画 

就労継続 

支援Ａ型 

利用者数 

（人/月） 

実績 １ １ １ 
１ １ １ 

計画 １ １ １ 

サービス量 

（利用日数/月） 

実績 21.1 22.4 22.3 
23 23 23 

計画 23 23 23 

就労継続 

支援Ｂ型 

利用者数 

（人/月） 

実績 ６ ６ 6 
６ ６ ６ 

計画 ６ ６ ６ 

サービス量 

（利用日数/月） 

実績 124.1 132.0 109.0 
120 120 120 

計画 120 120 120 

就労定着 

支援 

利用者数 

（人/月） 

実績 1.0 1.5 2 
１ 2 2 

計画 １ １ １ 

療養介護 
利用者数 

（人/月） 

実績 １ １ １ 
１ １ １ 

計画 １ １ １ 

短期入所 
（ショートステイ） 

（福祉型・ 

医療型） 

利用者数 

（人/月） 

実績 ０ ０ ０ 
３ ３ ３ 

計画 ０ ０ ０ 

サービス量 

（利用日数/月） 

実績 ０ ０ ０ 
21 21 21 

計画 ０ ０ ０ 
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【見込み量の考え方】 

・生活介護については、実績や利用状況を踏まえて各年度３人、63 日の利用を見込ん

でいます。 

・自立訓練（機能訓練）及び自立訓練（生活訓練）、就労選択支援については、実績が

ないことから見込まないこととします。 

・就労移行支援については、令和５年度での実績はないが今後のニーズに対応できるよ

うに各年度同じく１人の利用で見込んでいます。 

・就労継続支援（Ａ型）、就労継続支援（Ｂ型）については、実績を踏まえて就労継続

支援（Ａ型）が各年度１人、就労継続支援（Ｂ型）が各年度６人の利用で見込んでい

ます。 

・就労定着支援については、実績及び地域の実情を踏まえて、令和６年度が 1 人、令

和７年度以降が 2 人の利用を見込んでいます。 

・療養介護については、実績を踏まえて、各年度同じく１人の利用で見込んでいます。 

・短期入所（福祉型・医療型）については、実績がない状況だが、地域の実情などを踏

まえて、各年度に３人の利用で見込んでいます。 
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（３）居住系サービス 

①自立生活援助 

施設入所支援や共同生活援助（グループホーム）を利用していた人を対象に、巡回訪

問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談・助言等を行います。 

②共同生活援助（グループホーム） 

介護が必要でない知的障がいのある人や精神障がいのある人で、就労または自立訓

練、就労移行支援等を受けている方が、共同生活の場において日常生活上の世話等を受

けられる共同生活援助（グループホーム）の支援を図ります。 

③施設入所支援 

生活介護を受けている方で、利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営

むことができるよう、また、自立訓練、就労移行支援を受けている方で、その生活能力

から単身生活が困難で、地域の社会資源の状況から、通所することが困難な方に、一定

期間にわたり利用者が就労移行支援を効果的に利用できるよう、夜間における居住の場

を提供する施設入所の支援を図ります。 

【居住系サービス見込量】 

 実績 見込 計画 

令 和 

３年度 

令 和 

４年度 

令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

令 和 

７年度 

令 和 

８年度 

自立生活援助 
利用者数 

（人/月） 

実績 ０ ０ ０ 
０ ０ ０ 

計画 ０ ０ ０ 

共同生活援助 
（グループホーム）  

（重度障害者含む） 

利用者数 

（人/月） 

実績 ９ ９ ６ 
6 7 8 

計画 ８ ８ ８ 

施設入所支援 
利用者数 

（人/月） 

実績 ３ ３ ３ 
３ ３ ３ 

計画 ４ ４ ４ 

 

【見込み量の考え方】 

・自立生活援助については、実績もなく利用者状況を踏まえて見込まないこととします。 

・共同生活援助については、地域移行の推進を踏まえて各年度１人程度の利用増加を見込

んでいます。 

・施設入所支援については、現時点で３人の入所者となっており、利用者の状況を踏まえ

て、同じく各年度３人で見込んでいます。 
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（４）指定相談支援サービス 

①計画相談支援（サービス利用計画作成） 

障がいのある人や保護者、家族等からの相談に応じ、必要な情報提供や助言、サービ

ス提供事業者等との連絡調整を行うほか、サービス等利用計画の作成、サービス事業者

等との連絡調整、モニタリング等を行います。 

 

②地域移行支援 

施設に入所している障がいのある人、精神病院に入院している精神障がいのある人に

住居の確保、その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等を行いま

す。 

 

③地域定着支援 

居宅において単身等で生活する障がいのある人に、常時の連絡体制を確保し、障がい

の特性に起因して生じた緊急の事態等への相談・緊急訪問・緊急対応等を行います。 

 

【指定相談支援サービス見込量】 

 実績 見込 計画 

令 和 

３年度 

令 和 

４年度 

令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

令 和 

７年度 

令 和 

８年度 

計画相談

支援 

利用者数 

（人/月） 

実績 3.3 3.0 1.3 
２ ２ ２ 

計画 ３ ３ ３ 

地域移行 

支援 

利用者数 

（人/月） 

実績 ０ ０ ０ 
１ ０ ０ 

計画 １ １ ０ 

地域定着 

支援 

利用者数 

（人/月） 

実績 ０ ０ ０ 
０ １ １ 

計画 ０ ０ １ 

【見込み量の考え方】 

・計画相談支援については、利用実績を踏まえて、各年度２人の利用を見込んでいます。 

・地域移行支援及び地域定着支援については、実績がない状況ですが、長期入院者の状況

や地域の実情を踏まえて、1 名の利用を見込んでいます。 
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（５）その他の障がい福祉サービス 

①補装具費支給事業 

失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うための用具の購入および修理に要した

費用の一部を助成します。 

 

②自立支援医療（更生医療） 

身体障がいのある人の障がいを除去、軽減することにより、日常生活や社会生活の向

上を図るための医療費を一部助成します。 

 

③在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成 

在宅酸素療法を必要とする呼吸機能障がいのある人に対し、酸素濃縮器の利用にかか

る電気料金の一部を助成します。 

 

２ 障害福祉サービスの見込み量確保のための方策 

◇すべての障がいのある人のニーズに応じたサービスを提供できるよう、広報やホーム

ページ等により、より一層の情報提供を行います。 

◇近隣市町村の広域的な生活圏域レベルでの事業者参入を促すため、事業者に対し必要

な情報の提供や助言等を行います。 

◇一般就労を推進するため、ハローワーク等の関係機関と連携を図りながら、雇用する

側に対して障がい理解が得られるよう広報・啓発活動に努めます。 

◇地域における障がいへの理解や連携の向上を図り、地域生活への移行が円滑に進むよ

うに努めます。 

◇地域生活支援事業等と調整を図り、効果的かつ効率的なサービスの提供に努めます。 

◇サービス利用計画作成の対象者の拡大に対応できるよう、民間事業者と連携し相談支

援の提供体制の整備に努めます。 
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３ 地域生活支援事業の充実 

（１）理解促進研修・啓発事業 

地域住民に対し、障がい者サロン等において障がいのある人等に対する理解を深める

ための講座の開催その他の研修・啓発事業を行います。 

 

（２）自発的活動支援事業 

障がいのある人やその家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援

します。 
 

（３）相談支援事業 

①障がい者相談支援事業 

保健センター、七ヶ宿町国民健康保険診療所、高齢者生活福祉センターを保健・医

療・福祉の拠点として連携の強化に努めるとともに、保健センターを相談・支援機能を

中心とした総合相談拠点として位置付け、町民が利用しやすく、わかりやすい相談・支

援が行えるよう総合窓口の充実に努めます。 

また、圏域内の障がい福祉サービス提供事業所との連携の下、引き続き、障がい特性

に応じた専門的な相談対応を図ります。 

 

②基幹相談支援センター 

仙南圏域に設置している基幹相談支援センターにおいて、障がいのある人などの相談、

情報提供、助言を行うとともに、地域の相談支援事業者間の連絡調整や関係機関の連携

の支援を行います。 

 

③居宅入居等支援事業 

一般住宅（公営住宅及び民間の賃貸住宅）への入居を希望しながら、保証人がいない

等の理由で入居が困難な障害のある人に対して、入居に必要な調整等にかかる支援を行

います。 

 

（４）成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度の利用が有効と認められる知的または精神に障がいのある人に対して、

成年後見制度の利用を支援し、これらの人々の権利擁護を図ります。 
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（５）成年後見制度法人後見支援事業 

障がいのある人の権利擁護を図ることを目的として、成年後見制度における後見等の

業務を適正に行うことができる法人の確保に努めるとともに、市民後見人の活用も含め

た法人後見の活動を支援します。 

 

（６）意思疎通支援事業 

聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある

人に、県聴覚障害情報センター（宮城県聴覚障害者協会）と協力して、手話通訳者また

は要約筆記奉仕員を派遣し意思疎通の円滑化を図ります。 

 

（７）日常生活用具給付事業 

在宅の障がいのある人に対し、介護支援ベッド等の日常生活用具を給付し、日常生活

の利便を図ります。 

 

（８）移動支援事業 

屋外での移動が困難な障がい児・者に対し、外出のための支援を行います。 

 

（９）手話奉仕員養成研修事業 

意思疎通を図ることに支障がある障がいのある人等の自立した日常生活又は社会生

活を支援するため、近隣市町村及び県聴覚障害者協会と協力し、手話奉仕員を養成しま

す。 

 

（10）地域活動支援センター事業 

創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流促進を図るため、保健センターの

障がい者サロンを活用し、創作、交流活動を継続的に行います。 

また、保健センターにおける自助グループへの支援や障がいのある人へのサロンの開

放によって対応を図ります。 

 

【地域生活支援事業の見込量】 

 実績 見込 計画 

令 和 

３年度 

令 和 

４年度 

令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

令 和 

７年度 

令 和 

８年度 

理解促進・啓発事業 

理解促進 

・啓発事業 

実施

有無 

実績 実施 実施 実施 
実施 実施 実施 

計画 実施 実施 実施 
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 実績 見込 計画 

令 和 

３年度 

令 和 

４年度 

令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

令 和 

７年度 

令 和 

８年度 

自発的活動支援事業 

自発的活動支

援事業 
実施有無 

実績 実施 実施 実施 
実施 実施 実施 

計画 実施 実施 実施 

相談支援事業 

障害者相談支

援事業 

実施か所数 

（か所） 

実績 １ １ １ 
１ １ １ 

計画 １ １ １ 

基幹相談支援

センター 

実施か所数 

（か所） 

実績 １ １ １ 
１ １ １ 

計画 １ １ １ 

相談支援機能

強化事業 
実施有無 

実績 実施 実施 実施 
実施 実施 実施 

計画 実施 実施 実施 

住居入居 

等支援事業 
実施有無 

実績 実施なし 実施なし 実施なし 
実施なし 実施なし 実施なし 

計画 実施なし 実施なし 実施なし 

成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度

利用支援事業 

利用件数 

（件/年） 

実績 ０ ０ ０ 
０ ０ ０ 

計画 ０ ０ ０ 

成年後見制度法人後見支援事業 

成年後見制度

法人後見支援

事業 

実施有無 
実績 実施なし 実施なし 実施なし 

実施なし 実施なし 実施なし 
計画 実施なし 実施なし 実施なし 

意思疎通支援事業 

意思疎通 

支援事業 

利用者数 

（人/年） 

実績 ０ ０ ０ 
１ １ １ 

計画 １ １ １ 

日常生活用具給付等事業 

日常生活用具

給付等事業 

合計利用

件数 

（件/年） 

実績 48 30 16 
14 14 14 

計画 26 26 26 

移動支援事業 

移動支援 

事業 

利用者数 

（人/年） 

実績 3 4 4 
４ ４ ４ 

計画 ２ ２ ２ 

利用時間数 

（時間/年） 

実績 13 15 15 
15 15 15 

計画 16 16 16 

手話奉仕員養成研修事業 

手話奉仕員養

成研修 

事業 

利用者数 

（人/年） 

実績 0 ０ ０ 
１ １ １ 

計画 ３ ３ ３ 
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 実績 見込 計画 

令 和 

３年度 

令 和 

４年度 

令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

令 和 

７年度 

令 和 

８年度 

地域活動支援センター事業 

地域活動支

援センター

事業 

実施か所数 

（か所） 

実績 0 0 0 
１ １ １ 

計画 １ １ １ 

利用者数 

（人/年） 

実績 0 0 0 
208 208 208 

計画 36 36 36 

【見込み量の考え方】 

・相談支援事業は、基幹相談支援センターの１か所で見込んでいます。 

・成年後見制度利用支援事業及び成年後見制度法人後見支援事業については、実績がな

いことから見込まないこととします。 

・意思疎通支援事業は、実績はないが今後のニーズに対応できるように各年度同じく１人

の利用で見込んでいます。 

・日常生活用具給付等事業（合計）は、各種用具等の利用実績を踏まえ合計件数で各年度

14 件の利用で見込んでいます。 

・移動支援事業は、実績を踏まえて各年度同じく４人の利用で見込んでいます。 

・手話奉仕員養成研修事業は、今後の事業予定を踏まえて、各年度最低数の 1 人の登録

を見込んでいます。 

・地域活動支援センター事業は、保健センターで実施している障がい者サロンを位置づけ

にして、各年度１か所で実施し、毎週２日間開催で２人の利用を見込んでいます。 

 

４ その他の地域生活支援事業 

（１）訪問入浴サービス事業 

入浴が困難な重度の身体に障がいのある人を対象に、居宅に移動入浴車を派遣し、定

期的に入浴サービスを提供できるよう、事業所の確保に努めます。 

 

（２）日中一時支援事業 

障がい児・者の日中における活動の場を確保し、障がい児・者とその家族の生活を支

援します。 
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（３）自動車運転免許取得・改造費助成事業 

障がいのある人が就労等の社会活動へ参加するために必要な自動車運転免許取得費

用の一部を助成します。また、肢体不自由の身体障がいのある人に対しては、自動車改

造の費用の一部も助成します。 

【その他の地域生活支援事業の見込量】 

 実績 見込 計画 

令 和 

3 年度 

令 和 

4 年度 

令 和 

5 年度 

令 和 

6 年度 

令 和 

7 年度 

令 和 

8 年度 

その他の地域生活支援事業（任意事業等） 

日 中 一 時 支

援事業 

利用者数 

（人/年） 

実績 2 2 2 
2 2 2 

計画    

利用回数 

（回/年） 

実績 196 145 88.5 
9６ 96 96 

計画    

自動車運転免

許取得・改造費

助成事業 

利用件数 

（件/年） 

実績 0 0 0 
1 1 1 

計画    

【見込み量の考え方】 

・訪問入浴サービス事業は事業所がないため見込まないとします。 

・日中一時支援事業は令和 5 年度の実績踏まえて各年度２人で一人あたり月 4 回の利用

で見込んでいます。 

・自動車運転免許取得・改造費助成事業は、実績がないが最低限の利用を見込みました。 

 

５ 地域生活支援事業見込量確保のための方策 

◇障がいのある人や保護者等からの一般的な相談支援、サービス等利用計画に関する支

援、障がいのある人の地域移行・地域定着などにかかる相談支援体制のさらなる充実

を図ります。 

◇地域生活支援の各事業においては、既存サービスの一層の充実を図りながら、各サー

ビスについて新たな利用者ニーズの把握に努め、関係機関・団体等との連携によるサ

ービスの質の向上を図ります。 
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６ 地域自立支援協議会 

仙南広域圏において２市７町共同で設置している「仙南地域自立支援協議会」で、地

域における支援体制の問題点や課題等をもとに、障がいのある人を相談支援するネット

ワークの充実を図るために、労働部会、くらし支援部会、相談支援部会及び子ども支援

部会の４つの部会による協議等を行います。 

また、計画相談支援の充実に向け、仙南地域障がい者基幹相談支援センターと共に、

相談支援専門員に対する支援を行います。 

 

７ 虐待防止への取り組み 

障害者虐待防止法の施行により、七ヶ宿障がい者虐待防止センターの機能の一部を

社会福祉法人等に委託し、仙南地域障がい基幹相談支援センターに機能を附加して実

施しています。障がい者虐待への対応として、関係機関との連携強化により相談支援

の体制を充実するとともに、虐待防止に向けた理解啓発を推進しながら、虐待の未然

防止と早期発見に努めます。 

また、本町では、関係機関と連携し、仙南地域障がい基幹相談支援センター機能を

活用しながら障がいのある人などに対する虐待の未然の防止に努めるとともに、虐待

が発生した場合、迅速かつ適切な対応や再発の防止に取り組みます。 
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第４節 障がい児福祉サービスの見込み量と確保の方策 

≪現状と課題≫ 

本町の障がいのある児童への支援について、障害児相談支援の利用実績では該当する児

童が少なく１人の利用となっています。また、障がい児通所支援系の利用実績では、「児

童発達支援」で１人、「放課後等デイサービス」で２人となっており、仙南圏域を含めて

サービス提供事業所の確保に努めています。 

今後も「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」、「保育所等訪問支援」など家族支

援も含めた早期からの支援として利用ニーズに応えられるよう、児童発達支援センターな

ど仙南圏域を含めた体制整備が求められています。 

令和５年度アンケート調査において、障がいのある児童への必要な支援では「社会福祉

制度（手帳制度、利用できる福祉サービスなど）に関する説明」「必要に応じた障がいの

説明」「相談機関の説明」が比較的多くあげられており、関係機関と連携しながら情報提

供・情報共有が必要であるとともに、子どもの成長に伴っての一貫した支援体制づくりも

重要となっています。 

 

≪具体的施策・事業≫ 

１ 障がい児相談支援 

（１）障害児相談支援 

児童の保護者から依頼を受けた指定障害児相談支援事業者が、支給決定前に「障害児

支援利用計画案」を作成し、支給決定後にサービス事業者等との連絡調整等を行い、「障

害児支援利用計画」の作成を行うほか、一定期間ごとに支給決定されたサービス等の利

用状況の検証（モニタリング）を行い、「障害児支援利用計画」の見直しを行います。 

 

２ 障がい児通所支援 

（１）児童発達支援 

療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障が

い児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活へ

の適応訓練、その他必要な支援を行います。 
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（２）医療型児童発達支援 

肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要である

と認められた障がい児を対象に、児童発達支援及び治療を行います。 

（３）居宅訪問型児童発達支援 

重度の障がい等のために外出が著しく困難な障がい児を対象に、障がい児の居宅を

訪問して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適

応訓練、その他必要な支援を行います。 

 

（４）放課後等デイサービス 

小学校から中学、高校までの学校に通う障がい児を対象に、生活能力の向上のため

に必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。 

 

（５）保育所等訪問支援 

児童指導員や保育士、臨床発達心理士、作業療法士等が、保育所や児童が集団生活

を営む施設等を定期的に訪問し、障がい児本人や保育所等のスタッフに対し、障がい

児が集団生活に適応するための専門的な支援を行います。 

 

３ 障がい児入所支援 

（１）福祉型障害児入所支援 

障がい児について、入所により日常生活における基本的な動作の指導や集団生活へ

の適応訓練等を行います。 

 

（２）医療型障害児入所支援 

知的障がい児、肢体不自由児、重症心身障がい児について、入所により日常生活にお

ける基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練、治療等を行います。 

 

【障がい児のサービス見込量】 

 実績 見込 計画 

令 和 

３年度 

令 和 

４年度 

令 和 

５年度 

令 和 

6 年度 

令 和 

7 年度 

令 和 

8 年度 

障害児相談支援 

障害児相談 

支援 

利用者数 

（人/月） 

実績 ０ 0.25 ０.33 
1 1 1 

計画 1 1 1 
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  実績 見込 計画 

令 和 

３年度 

令 和 

４年度 

令 和 

５年度 

令 和 

６年度 

令 和 

７年度 

令 和 

８年度 

障害児通所支援 

児童発達 

支援 

利用者数 

（人/月） 

実績 １ 2 １ 
１ 1 1 

計画 １ １ １ 

サービス量 

（利用日数/月） 

実績 7.1 10.6 4.0 
4 4 4 

計画 ４ ４ ４ 

医療型児童

発達支援 

利用者数 

（人/月） 

実績 ０ ０ ０ 
０ ０ ０ 

計画 ０ ０ ０ 

サービス量 

（利用日数/月） 

実績 ０ ０ ０ 
０ ０ ０ 

計画 ０ ０ ０ 

居宅訪問型

児童発達 

支援 

利用者数 

（人/月） 

実績 ０ ０ ０ 
０ ０ １ 

計画 ０ ０ ０ 

サービス量 

（利用日数/月） 

実績 ０ ０ ０ 
０ ０ １ 

計画 ０ ０ ０ 

放課後等 

デイサービス 

利用者数 

（人/月） 

実績 ０ ０ ０ 
１ 2 2 

計画 ０ ０ １ 

サービス量 

（利用日数/月） 

実績 ０ ０ ０ 
20 40 40 

計画 ０ ０ ４ 

保育所等 

訪問支援 

利用者数 

（人/月） 

実績 ０ ０ ０ 
０ ０ 1 

計画 ０ ０ ０ 

サービス量 

（利用日数/月） 

実績 ０ ０ ０ 
０ ０ 1 

計画 ０ ０ ０ 

 

【見込み量の考え方】 

・障害児相談支援は、現在の利用実績は 1 人だが、地域の実情や今後の利用ニーズを考

慮し、各年度同じく 1 人の利用で見込んでいます。 

・児童発達支援は、利用実績や利用者の状況を踏まえて各年度１人の利用で見込んでいま

す。併せて放課後デイサービスは、実績がない現状ですが、今後の利用ニーズを考慮し、

増加を見込んでいます。 

・医療型児童発達支援については、利用実績もなく、今後も利用ニーズがないことから見

込まないこととします。 

・保育所等訪問支援及び居宅訪問型児童発達支援は、実績がない状況ですが、地域の実情

を考慮し、仙南圏域による児童発達支援センターの設置の動向を注視していきます。 



 

 

 

 
 ７６ 

４ 子ども・子育て支援等に基づく支援 

（１）障がいの早期発見と支援体制の充実 

母子保健事業での乳幼児健診や相談事業を通じて支援の必要性が高いと判断された

子どもについて、保護者の障がいに対する気付きや受容を促すとともに、親子を対象と

する支援を充実します。 

 

（２）障がいのある児童の保育 

保育所において、障がい児保育の受け入れ体制の整備を図るとともに、関係機関の連

携強化や保育従事者の療育に関する専門知識の向上に努めます。 

 

５ 障がい児福祉計画における見込み量確保のための方策 

◇障がいのある児童に対するサービスでは、現在、実績がない状況ですが、新たな利用

者の出現に際して、情報提供を行い適切なサービスが提供できるように努めます。 

◇子ども子育て支援法に基づく支援については、早期療育体制の充実をはじめ、障害児

保育、放課後児童クラブでの対応が図れるように取り組んでいきます。 
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第４章  

計画の推進 
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第１節 庁内推進体制の整備 

本計画の推進にあたっては、保健、医療、福祉、教育、就労等の関係する課との連携を

強化し、横断的な実施体制の下に取り組みを進めます。 

 

第２節 国・県・近隣市町村との連携 

本計画に定めた各種事業の推進にあたっては、国・県・近隣市町村との連携を図り、仙

南広域圏で協議を進めながら総合的な施策の推進に取り組みます。 

 

第３節 地域自立支援協議会 

本町では、白石市、角田市、蔵王町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町及び

七ヶ宿町（２市７町）で構成する市町による仙南地域自立支援協議会を設置しています。 

本計画では、仙南地域自立支援協議会と連携しそれぞれの施策・事業の円滑な推進を図

るとともに、障がいのある人のニーズに沿ったサービスの確保に努めます。 

 

第４節 計画の達成状況の点検と評価 

計画の達成状況では、毎年度、課内で点検・評価を行い、進行管理を行うとともに、障

がい福祉サービス等の実態や国・県の動向、近隣市町村の実施状況なども踏まえ検証しま

す。 

また、計画の進行管理にあたっては、計画 Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評

価）→ Action（改善）の４ 段階を繰り返すことによって、業務を継続的に改善するＰ

ＤＣＡサイクルを用いて点検・管理を行います。 

■ＰＤＣＡサイクルに基づく計画の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の策定 

（Ｐｌａｎ） 

点検・評価 

（Ｃｈｅｃｋ） 

見直し・改善 

（Ａｃｔｉｏｎ） 

計画の実行 

（Ｄｏ） 
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◆七ヶ宿町障がい者計画（障がい福祉計画）策定委員会設置要綱 

(趣旨) 

第１条 七ケ宿町における障害者福祉の推進を図る障がい者計画及び障がい福祉計画の

策定に際し、広く町民の意見を反映させるため、七ケ宿町障がい者計画(障がい福

祉計画)策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 

 

(所掌事務) 

第２条 委員会は、障がい者計画及び障がい福祉計画の策定に関し、調査及び検討し、

七ケ宿町長(以下、町長という。)に報告するものとする。 

 

(組織) 

第３条 委員会は、委員 10 名以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

（１） 障がい者団体関係者 

（２） 学識経験者・保健医療関係者 

（３） 福祉関係者 

（４） 企業・行政関係者 

（５） その他町長が必要と認める者 

 

(任期) 

第４条 委員の任期は、２年以内とし委嘱の日の属する翌年度の末日までとする。 

 

(委員長及び副委員長) 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の中から互選により選任する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは

その職務を代行する。 

 

(会議) 

第６条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が選任され

ていない場合は、これを町長が招集する。 
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２ 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その

説明又は意見を聴くことができる。 

 

(庶務) 

第７条 委員会の庶務は、保健センターにおいて処理する。 

 

(その他) 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に

定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 27 年２月１日から施行する。 
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◆七ヶ宿町障がい者計画（障がい福祉計画）策定委員会委員名簿 

（敬称略） 

委員区分 委員氏名 所属 備考 

障害者団体 

関係者 
小笠原 吉一 障害交流サロン利用者代表  

学識経験者 笠松 剛士 

県南生活サポートセンター アサンテ  

支援課長補佐 

仙南地域障害者自立支援協議会  

相談支援部会長  

 

保健医療 

関係者 
角藤 芳久 宮城県立精神医療センター 院長 委員長 

福祉関係者 

中村 剛 七ヶ宿こもれびの家 生活相談員 副委員長 

大滝 まゆみ 七ヶ宿町社会福祉協議会 サービス提供責任者  

行政 高橋 美由紀 仙南保健福祉事務所 次長（母子障害班長）  

 

◆計画策定の経過 

実施年月日 作業内容等 

令和５年 8 月～10 月 
七ヶ宿町障がい者計画・障がい福祉計画等に関するアンケート 

調査の実施 

令和 5 年 12 月 15 日 
第１回七ヶ宿町第５期障がい者計画・第７期障がい福祉計画・第

３期障がい児福祉計画策定員会の開催 

令和６年１月 26 日 
第２回七ヶ宿町第５期障がい者計画・第７期障がい福祉計画・第

３期障がい児福祉計画策定員会の開催 

令和 6 月３月 15 日 
七ヶ宿町第５期障がい者計画・第７期障がい福祉計画・第３期障

がい児福祉計画の決定 
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◆用語説明 

あ 

医療的ケア 

医師の指導の下に、保護者や看護師が日常的・応急的に行っている経管栄養、たんの

吸引等の医療行為のこと。 

 

か 

権利擁護 

自己の権利や援助のニーズを表明することの困難な障がいのある人などに代わって、

援助者が代理としてその権利やニーズ獲得を行うこと。 

 

高次脳機能障がい 

病気（脳血管障がい、脳症等）や事故（脳外傷）によって脳が損傷されたために言語・

思考・記憶・学習等の面で起こる障がいのこと。脳の中の障がいのため、一見してその

症状を認識することが困難であり、周囲に十分な理解を得られないことが多い。 

 

さ 

社会福祉協議会 

社会福祉法に基づきすべての都道府県・市区町村に設置され、地域住民や社会福祉関

係者の参加により、地域の福祉推進の中核としての役割を担い、地域福祉活動推進のた

めの様々な活動を行っている非営利の民間組織のこと。 

 

自閉症 

社会性の障がいや他者とのコミュニケーション能力に障がい・困難が生じたり、こだ

わりが強くなる精神障害の一種のこと。 

 

障害者虐待防止法 

障がいのある人の虐待の禁止、予防と早期発見による虐待の防止、養護者への支援等

を講じるために制定された法律。虐待を受けたと思われる障がいのある人を発見した場

合は、速やかに市町村や都道府県に通報する義務も定められている。 
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障害者基本計画 

障害者基本法に基づき、障害者施策の総合的かつ計画的な推進を図るための計画のこ

と。 

 

障害者基本法 

障害者施策を推進する基本原則とともに、施策全般について基本的事項を定めた法律。

国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障がいのある人に関わる施策の基

本となる事項を定め、障がいのある人の自立と社会、経済、文化、その他あらゆる分野

の活動への参加の促進を規定し、「完全参加と平等」を目指すことを目的としている。 

 

障害者権利条約 

障がいのある人の人権及び基本的自由の享有を確保し、固有の尊厳の尊重を促進する

ことを目的として、障がいのある人の権利の実現のための措置等について定める条約。

我が国は平成 26 年１月に同条約を批准した。 

 

障害者差別解消法 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の通称。障害者基本法の基本理

念に沿って、障害を理由とする差別を解消するための措置について定めた法律。 

 

障害者総合支援法 

平成 25 年４月１日から、「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」とされ、障がいのある人の定義

への難病等を追加や、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの

一元化などが実施された。 

 

情報アクセシビリティ 

年齢や障がいの有無に関係なく、誰でも必要とする情報に簡単にたどりつけ、利用で

きること。 

 

身体障がい 

身体機能に何らかの障がいがあり、日常生活に制約がある状態をいう。身体障害者福

祉法では、①視覚障がい、②聴覚・平衡機能障がい、③音声・言語・そしゃく機能の障

がい、④肢体不自由、⑤内部機能の障がいの五つに分類されている。 
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生活習慣病 

生活習慣が発症原因に深く関与していると考えられている高血圧、脂質異常症、糖尿

病などの疾患の総称。 

 

精神障がい 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律では、統合失調症、精神作用物質による急

性中毒又はその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患を有する者と定義され

る。 

 

成年後見制度 

認知症高齢者、知的障がいのある人、精神障がいのある人など、判断能力が不十分で

あるために法律行為における意思決定が不十分または困難な人について、その判断力を

補い保護支援する制度。法定後見制度と任意後見制度の二つからなる。 

 

た 

地域活動支援センター 

障がいのある人に創作的活動・生産活動 の機会を提供することにより、社会との交

流を促進し、自立した生活を支援する施設。 

 

地域自立支援協議会 

障がいのある人が障がいのない人と共に暮らせる地域をつくるため、障がい福祉に係

る関係機関が情報を共有し、地域の課題解決に向けて協議を行うための会議。 

 

知的障がい 

知的機能の障がいが発達期（おおむね 18 歳まで）にあらわれ、継続的に日常生活や

社会生活に支障がある状態のこと。 

 

特別支援学級 

主に小中学校で、特別な支援を要する児童・生徒のために設けられた学級です。平成

19 年４月１日からの特別支援教育完全実施により、これまでの特殊学級に代わって、

「特別支援学級」という名称になった。 

 

特別支援教育 

障がいのある児童・生徒の自立と社会参加を支援するため、日常生活や学習上の困難

を改善または克服するよう、適切な指導や必要な支援を行う教育。 
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な 

内部障がい 

疾患などによって内臓の機能が制限される状態で、心臓機能、呼吸器機能、腎臓機能、

ぼうこう・直腸機能、小腸機能、肝臓機能、免疫機能などに障がいのあること。 

 

難病 

厚生労働省の難病対策で取り上げられている疾患。原因不明、治療方法未確立であり、

かつ、後遺症を残すおそれが少なくない疾病。平成 25 年 4 月から障害者総合支援法に

定める障害者（児）の対象に、難病等が加わり、障害福祉サービス、相談支援等の対象

となった。 

 

ノーマライゼーション 

障がいのある人や高齢者など社会的に不利を受けやすい人々が、社会の中で他の人々

と同じように生活し、活動する社会こそが本来のあるべき姿という考え方のこと。 

 

は 

発達障がい 

乳児期から幼児期にかけて発達の遅れや機能獲得の困難さが生じる心身の障がいで、

通常、自閉症、アスペルガー症候群などの広汎性発達障がい、学習症、注意欠如多動症

その他これらに類する脳機能の障がいのこと。 

 

バリアフリー 

公共の建築物や道路、個人の住宅等において、高齢者や障がいのある人の利用にも配

慮した設計のこと。車イスで通行可能な道路や廊下の幅の確保、段差の解消、手すり、

点字の案内板など。 

 

PDCA 

Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Action（見直し）という過程によっ

て業務を継続的に改善していく政策サイクルのこと。 
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や 

ユニバーサルデザイン 

年齢、性別、国籍、能力等に関わらず、できるだけ多くの人が利用しやすい施設、製

品、環境等のデザインに配慮した生活環境とする考え方。 

 

ら 

ライフステージ 

人間の一生を、誕生してから死に至るまでのそれぞれの過程における生活史上の段階

に沿って、乳幼児期、学童期、青年期、壮年期、高齢期などに分けたもの。 

 

リハビリテーション 

心身に障がいのある人の全人間的復権を理念として、障がいのある人の能力を最大限

に発揮させ、その自立を促すために行われる専門的技術のこと。 

 

療育 

発達障がいなど、さまざまな障がいをもつ子供が社会的に自立することを目的として

行われる医療と保育。 

 

療育手帳 

知的障がいあると判定された人に対して交付されるもので、一貫した指導・相談を行

うとともに、各種のサービスが受けやすくなる。 
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